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１ はじめに
（１）県立高等学校再編活性化基本計画の経緯

本県では、平成１４年度から２３年度までを計画期間とする「県立高等学校再編活

性化基本計画」に基づき、進行する少子化を教育の環境、条件、内容面における質的

向上を図るチャンスととらえて、高等学校の特色化や適正規模・適正配置の推進を図

ってきました。

この間、計画期間を３期（平成１４～１６年度、平成１７～１９年度、平成２０～

２３年度）に分け 「実施計画」を策定、公表するとともに、具体的な計画について、

は、地域ごとに設置した保護者や地元関係者等からなる「協議会」で活性化に向けた

方策を協議しながら進めてきました。

（２）県立高等学校活性化計画

産業構造や就業構造 、社会全体が急激に変化し、学習ニーズが一層多様化するな等

ど、高校教育を取り巻く環境は大きな変化を続けています。また、県全体の少子化も

引き続き進んでいます。

このような状況の中、引き続き教育の環境、条件、内容面における質的向上を図る

とともに、各県立高等学校が活力ある教育活動を展開し続けることができるよう、活

性化に取り組む必要があります。県立高等学校は、これからも生徒たちにとって希望

や高い志をもっていきいきと学ぶことができる場であり、地域からも信頼される学校

でなければなりません。そのためには、児童生徒、義務教育関係者、保護者に県立高

等学校の今後のあり方を提示することによりキャリア教育への理解を深めるととも

に、県立高等学校関係者に今後の教育活動の方向性を示すことにより各学校の特色を

生かした活性化を図る計画を策定することが重要です。このことを踏まえて、今後の

活性化の方向性を「県立高等学校活性化計画」として示します。また、県全体を７地

域に区分して、地域の特性を踏まえた具体的施策を示します。

（３）計画期間

県立高等学校活性化計画は、長期的な視野を持って取組を推進していくことから、

およそ１０年先を見据えたうえでの５年間（平成２４年度から平成２８年度まで）の

計画とします。

なお、社会の変化や教育をとりまく状況の変化により必要に応じて見直しを行いま

す。

２ 県立高等学校の現状と課題

、 、 、 、 、 、現在 本県の県立高等学校は 全日制５５校 定時制１３校 通信制２校で 普通科

専門学科、総合学科の割合は、およそ６：３：１となっています。進路の状況について

は、大学等への進学が約６６％、就職等が約３４％となっています。
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また、県内の中学校卒業者の高等学校等進学率は９８．５％（平成２２年度卒業者）

に達しており、高等学校は義務教育に近い側面を持つとともに、生徒を実社会に職業人

として送り出す役割も担っています。このことから、高校教育は、生徒に一定水準の学

力を身につけさせることや、社会性を育むことが求められています。さらに、高校教育

に対するニーズも多様化しており、それに応える教育の実現が求められています。

（１）学力の育成

経済社会構造の変化やグローバル化の進展等、教育を取り巻く社会状況は大きく変

動しています。子どもたちが、これからの激動の時代を主体的かつ創造的に生き、ま

た社会に参画してその発展を支え、他者と共に人生を豊かなものにできるよう、子ど

もたちの「学力」を育むことが教育には求められています。

これからの高校教育は、社会の急速な変化への的確かつ柔軟な対応に加え、生徒の

興味・関心や進路の多様化 への適切な対応が必要です。また、小中学校で育んだ生等

徒一人ひとりの個性や能力をさらに伸ばし、人間関係の形成に必要なコミュニケーシ

ョン能力や、人生の な場面や状況で課題に対応する能力 自立した社会生さまざま 等、

活を送るために必要な力を育むことが重要です。このためには、高等学校はそれぞれ

創意工夫しながら特色ある教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な知識・技能の

確実な習得や思考力・判断力・表現力等の育成、主体的に学習に取り組む態度の育成

を図ることが一層重要となります。

さらに、生徒が自己探求と自己実現に努め、豊かな人間性や社会性を身につけるな

ど、総合的な人間教育の場としての役割も高校教育には、求められています。

（２）社会的・職業的に自立した人材の育成

近年、若者の非正規雇用が増えていることや、早期離職者が依然として多いことか

ら、社会的・職業的自立に必要な能力・態度を育むことが課題となっています。そこ

で高等学校には、将来、子どもたちが自立した社会人として人生を設計し、積極的に

社会に参画できるようにするため、多様な主体や異なる校種の学校と連携しながら、

教育活動全体を通じて組織的・体系的にキャリア教育を推進することが求められてい

ます。

また、職業系専門学科を中心に、キャリア教育の土台のうえに専門的な知識・技術

・技能及び起業家精神を育む職業教育を推進するとともに、雇用の多様化・流動化が

進む中、就職を希望する高校生の進路実現を図るため、各学校の就職指導プロセスを

改善するなど、関係機関と連携した就職対策を進めることが必要です。

（３）多様なニーズに応える教育の実現

現在の高等学校に求められる教育内容は 「高等教育を受ける基礎として必要な教、

育 「就職等に必要な専門教育 「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るた」、 」、

めの教育」 さまざまであり、ニーズの多様化が進んでいます。これらのニーズに等、
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応えるために、各高等学校においては、生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望等

に応じた教育を実現することが必要になります。

また、現在、高等学校には、発達障がい等の特別な教育的支援を必要とする生徒や

外国人生徒も多く在籍しています。そうした生徒たちが安心して学校生活を送り、効

果的に学習できるようにするため、今後、必要に応じて個別の指導・支援の場を設け

るなどの教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行うことが必要です。

（４）中学校卒業者数の増減に対応した高等学校の活性化

本県の中学校卒業者数は、平成１４年３月から平成２３年３月までの 年間で９

３ ０００人以上減少しました。これに伴い、県立高等学校の第１学年の募集人数も,

２ ４４０人（６１学級）の減となりました。今後も中学校卒業者数の減少傾向は続,

き、平成２３年３月から平成２９年３月までの６年間で約５００人、平成２９年３月

から平成３２年３月までの３年間でさらに約１ ０００人少なくなることが予測され,

ています。

（平成２３年５月１日 教育改革室調べ）＜中学校卒業者数の推移＞

卒業年月 平成 年３月 平成 年３月 平成 年３月 平成 年３月14 23 29 32

中学校卒業者数 人 ２１ １１７ １７ ９５０ １７４８０ １６ ４７４（ ） , , , ,

対 比 ▲３１６７ ▲４７０ ▲１ ００６, ,
※ 平成 年３月と平成 年３月については社会増減を含む予測値である。29 32

今後の中学校卒業者数の推移については、一時的に増加する地域がある一方、減少

が進む地域があり、地域によって大きな差が見られます （巻末資料参照）。

中学校卒業者数が一時的に増加する地域では、学級数が増加し、多様な生徒が入学

することから、そのニーズに応える多様な選択科目を開設するなど、活力ある教育活

動を展開することが求められます。

一方、中学校卒業者数の減少が進む地域では、減少に対応して学級数を減らすと、

小中学校の児童生徒数より生徒数の少ない小規模校が増加し、生徒の学習ニーズに応

じた幅広い教科・科目の開設が困難になります。また、生徒が集団の中で切磋琢磨し

ながら学習活動や学校行事、部活動を十分に行うことができにくくなるなどの問題が

生じることが予想されます。こうした状況を踏まえ、今後は、 高等学校の統廃合県立

も視野に入れ、一定の規模を保つことによって、学校が多様で活力ある教育活動を行

い、生徒たちの社会性を育むことのできる場であり続けられる 、望ましい学習環よう

境を整えていくことが必要となります。

３ 高等学校活性化の基本的な考え方

高等学校を活性化するうえで踏まえるべき基本的な考え方を次に示します。県立
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（１）三重県教育ビジョン・みえ県民力ビジョンとの関係

県教育委員会は、平成２２年１２月に、本県教育の目指すべき姿とその実現に向け

た施策の方向性を示す新しい指針として 「三重県教育ビジョン」を策定しました。、

その中で 「子どもたちに育みたい力」を「自立する力（輝く未来を拓く力 」と「共、 ）

に生きる力（共に生きる未来を創る力 」の２つに大きく整理し、学力と社会への参）

画力の育成や豊かな心の育成等を基本施策としました。

また、本県では平成２３年度に県の長期的な戦略である「みえ県民力ビジョン」を

策定し、 ての子どもたちが個性と能力に応じて、学力と社会への参画力、豊かなすべ

心を身につけるとともに、自立する力や共に生きる力を育むことができるよう、多様

な主体の総力を結集した、県民総参加による教育の充実を政策の一つとしました。

これらを踏まえて、この活性化計画では、県立高等学校のあり方についての考え方

や具体策を示し、活性化を推進していきます。

（２）教育の質の保証、教育内容の充実

高等学校は実社会等に生徒を送り出す役割を担っています。従って、特別な教育的

支援の必要な生徒や外国人生徒も含めて、学校で学ぶすべての生徒に社会の一員とし

て必要な基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させることが求められています。

そのために、教育課程の編成や指導方法 の一層の工夫・改善に努めます。等

また、高等学校で学ぶ生徒の意欲や目的意識、興味・関心、進路希望等は多様化し

ており、大学等への進学を希望する生徒、就職を希望する生徒 「学び直し」の機会、

を求める生徒 、さまざまな目的や学習ニーズを持つ生徒が学んでいます。これらの等

学習ニーズや社会の変化に対応し、教科・科目の選択幅を拡大するなど教育課程の一

層の弾力化を図ったり、大学等の研究・教育機関との連携 を通して教育内容の充実等

を図ります。

（３）人材育成（国際的人材、地域的人材）の推進

少子化・高齢化の進行、地域コミュニティの変化、環境・資源問題の深刻化、高度

情報化、経済社会構造の変化 、激動の時代において、人材育成としての教育に期待等

が寄せられています。

、 、 、 、将来 自立した社会人として 自らの人生を設計し 積極的に社会参画できる人材

郷土への愛着と地域の存続・発展を支える社会意識をもった郷土の未来を担う人材、

グローバルな視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能力や態度を

身につけた人材等、多様な人材育成という観点から、 高等学校の活性化を推進し県立

ていきます。

また、東日本大震災の経験を踏まえ、広く社会に貢献し、より良い社会を構築しよ

うとする意欲や態度を育て、それを実際の行動に結びつけることができる人材の育成

を推進します。
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４ 社会の変化・ニーズに対応した活性化の取組

次代を担う高校生が、社会の形成者として主体的に参画していくためには、基礎的・

基本的な知識・技能を土台として、社会の直面するさまざまな課題を積極的に考え、解

決していく姿勢や能力を持つことが求められます。

このことを踏まえ、グローバル化の進展、科学技術の進歩 、社会の変化に対応でき等

る人材を育成する観点から、現状を検証し、新たな取組や見直し等を行います。

（１）キャリア教育の充実

子どもたちの社会的・職業的自立に必要な能力・態度を育むため、すべての学校に

おいて、組織的・系統的にキャリア教育に取り組むことが必要です。そのためには、

キャリア教育モデルプログラムの開発・普及を通じて、各 学校が入学から卒県立高等

業までのキャリア教育の指導計画を策定し、実施します。

また、各学校でキャリア教育の取組の中核に位置づけているインターンシップは、

生徒が社会や職業に対する認識を深め、学ぶことの重要性を考えるうえで非常に効果

的ですが、参加する生徒の割合が約２５％（平成２２年度卒業生）にとどまっている

現状があります。今後は、インターンシップ等、職業を体感する活動に参加する生徒

の増加や実施内容の充実を図ることにより、生徒の「学ぶこと 「働くこと」に対す」

る意識づけを行い、意欲を引き出し、将来の社会的・職業的自立に向けた支援を進め

ます。

（２）先進的な高校教育の取組

本県では、理数教育、英語教育の充実のため、文部科学省のスーパー・サイエンス

・ハイスクール（ＳＳＨ）やスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール

（ＳＥＬＨｉ）の指定を受け、高度な理数教育や実践的英語コミュニケーション能力

の育成に取り組んできました。しかしながら、これらの取組は指定校での実践にとど

まり、他の県立高等学校にまで成果が共有されるには至っていません。

そこで、理数教育及び英語教育のさらなる充実に向け、先進的な理数教育や英語教

育に取り組む中核的拠点となる学校を指定し、大学や小中学校との連携のもと、先進

的・発展的な学習を進めるとともに、科学オリンピック大会の開催や留学への支援、

教科指導の中核となる教員の養成等を行います。

また、職業教育においては、技能・技術の継承が求められる中、生徒たちが、より

高度な技術の習得と難易度の高い資格取得ができるカリキュラムを開発するなど 教、

育環境を整えていく必要があります。高等学校が、大学や研究機関、企業 多様な等、

、 、 、主体と連携し 専門性の高い内容を学習したり 技術指導を行 ことによりったりする

生徒たちのものづくり技術の向上を図るとともに、高度な資格を有し地域産業を担う

ことができる人材の育成を目指します。
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（３）学科等の活性化の方向性

① 普通科及び普通科系専門学科

普通科については、多様な生徒の実態や進路状況に対応して、生徒一人ひとりの目

標達成にむけて、学校の現状に応じた活性化の取組を行います。具体的には、大学や

関係機関との連携の強化、カリキュラムや類型・コースの充実、就業体験やボランテ

ィア活動 の積極的導入、職業科目を取り入れた教育課程の見直し等を行います。等

普通科系専門学科については、より高度な内容を学習し、専門性を生かした進路実

現につながるよう、主体的な学習や体験活動を充実します。また、特色化・魅力化の

観点から学科や普通科のコースの見直しを行います。加えて、設置目的を十分に発揮

できていない学科や普通科のコースについては実態把握を行い、中学校卒業者の進学

状況を検証しながら、見直しを行います。

② 職業系専門学科

専門学科において学習した成果を就職等の進路に生かすことができるよう、卒業生

の状況について実態調査を行い、社会の変化や専門教育への期待、地域のニーズを把

握して教育内容に反映します。活性化策としての企業との連携が教育効果をあげるこ

とができるよう、教員に対する組織的なサポートを行います。また、学校・学科間の

連携を推進し、異なる学科が共同して研究を行うことや教員の専門技術の向上に取り

組みます。特に少子化が進行する地域においては、今後も生徒や社会のニーズを踏ま

え、１学級規模の専門学科のあり方について検討を進めます。

③ 総合学科

専門的な教科・科目の学習が生徒の将来の職業選択につながるよう、チューター制

によるガイダンス機能を強化するなど、キャリア教育の充実を図るとともに、学校の

実態、生徒や地域のニーズに応じた系列の見直しを行います。

また、地域バランス等を考慮する中で、設置の趣旨が生かしきれていない学校につ

いては、あり方の見直しを行います。

④ 定時制課程・通信制課程

小規模な定時制課程については、教員数も少なく、開設科目に限界もあるなど、生

徒の多様なニーズに必ずしも対応できていない現状があることから、魅力ある教育を

提供できるよう、連携併修の仕組み等を生かした活性化策の検討に加え、中学生の進

路希望状況や地理的配置、地域のニーズ等を踏まえて、統廃合も視野に入れた検討を

行います。また、教科の指導方法や教材の共有、外国人生徒への日本語指導において

各校が連携を強化できるよう、外国人生徒教育の拠点となる学校を核としたネットワ

ーク機能を充実します。
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（４）諸制度の検証等

① 中高一貫教育

本県では、連携型中高一貫教育を全国に先駆けて平成１１年度から導入しました。

実施している学校では系統的なキャリア教育に取り組み、優れたコミュニケーショ

ン能力を育むなどの成果をあげています。一方では、少子化による中学校卒業者数

の減少に加え、連携中学校から連携高等学校への進学率が伸び悩んでいる地域もあ

ります。

今後は、これまでの成果や課題を踏まえ、教育課程の工夫・改善、中学校と高等学

校の教員交流や生徒交流をさらに進めるなど、取組の一層の充実を図るとともに、連

携中学校の拡大 、地域との連携のあり方についても検討します。なお、連携型中高等

一貫教育の趣旨が十分に生かせていない学校については、あり方を見直し、連携の廃

止についても検討します。

また、中等教育学校や併設型中高一貫教育校の設置については、その理念や課題を

明確にするとともに、県内各地域の状況等を踏まえ、幅広く県民の意見を十分に聞き

ながら、設置も視野に入れて検討を進め、できるだけ早期に方向性を出します。

② 単位制

本県では、単位制は個に応じた教育課程の履修が可能である点から、多様化する

生徒に対応する方策の一つとして導入を進め、全日制１６校（うち総合学科７校 、）

定時制９校（うち総合学科１校）が導入しています。

単位制が導入された では、生徒の興味・関心、能力・適性に応じて、科目の選学校

択幅が拡大するとともに、習熟度別少人数指導によるきめ細かな教育が行われていま

す。

一方で、学年制に比べると講座数が多くなるため、生徒が科目選択を行うに当たっ

ては、目的意識の明確化を図り、学習意欲の向上につながるように、計画的かつ綿密

なガイダンス等を行う体制を整備する必要があります。

今後は、単位制を充実するために、生徒が自らの進路希望を意識して適切な科目選

択ができるように、各年次においてキャリア教育をさらに充実します。また、学校や

地域の特色に応じた適切な科目が開設されているかどうかの検証も行い、教育内容の

一層の充実を図ります。

③ 入学者選抜制度

生徒の多様な関心や目的意識と、各 高等学校の特色に対応したわかりやすい県立

入学者選抜を実施する趣旨から、平成２０年度入学者選抜より、各学校の特色に応

じて実施する前期選抜と、共通の学力検査等による後期選抜を実施しています。

今後は、生徒が主体的に高等学校を選択し、学力が育まれているか等の観点から現

行制度を検証するとともに、その結果をもとに、保護者・中学校・高等学校関係者等
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の意見を十分に聴きながら、選抜制度の改定も視野に入れ、適正な制度となるよう改

善に取り組みます。

（５）多様な生徒に対する教育 支援の充実的

① 特別支援教育の推進

高等学校においても、発達障がい等、特別な教育的支援を必要とする生徒が在籍し

ており、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名等が行われ、特別

支援教育の体制が整えられつつあります。

今後は、小中学校からの支援内容の引継ぎと生徒の実態に即した卒業後の社会的・

職業的自立を目指した進路指導の充実 、途切れのない支援を行っていく必要があり等

ます。また、特別な教育的支援を必要とする生徒がどの高等学校にも在籍していると

いう認識のもと、関係機関と連携しつつ、個別の指導・支援の場を設けるなどの教育

環境の整備や教育内容・方法の一層の工夫を行います。

② 外国人生徒教育の充実

高等学校において日本語指導が必要な外国人生徒が増加しているなか 各学校におい、

て外国人生徒の日本語能力や進路希望に応じた学習指導等が十分にできていない実態が

あります。

今後は 中学校卒業段階における個々の生徒の日本語運用能力を確認し 組織的に日、 、

本語指導を行うとともに 学習言語の習得のための教育内容や指導方法の研究を進めま、

す。また、社会的・職業的な自立に向けて、関係機関との連携を進めます。

③ 修学困難な生徒に対する支援

本県では、平成１４年度に三重県高等学校等修学奨学金制度を創設し、経済的理由

により修学が困難な生徒への支援をしています。今後も当該奨学金制度を継続するこ

とに加え、支援を受けやすい制度への改善を行うなど、向学心豊かな生徒の修学支援

に努めます。

（６）運動部活動に対する支援

本県において、平成３０年に全国高等学校総合体育大会が、平成３３年に国民体

育大会が開催され、これらの大会は、生徒が日頃の活動成果を発表し活躍できる絶

好の機会となります。

これに向けて、運動部活動の一層の振興と活性化を図るとともに、全国トップレ

ベルの高等学校の運動部を強化指定し、生徒の競技力の向上を図ります。また、優

秀な運動部活動指導者を養成するために、教員を対象とした研修会を開催し、指導

者の資質向上を図ります。

（７）教員の資質の向上

、 。学校教育の充実・発展は 教員の資質の向上とその実践力に大きくかかっています

また、教員が学校等を適切にマネジメントするとともに、専門職として生徒の学ぶ意
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、 、 、 、欲を積極的に引き出すためには その知識 技能 人間性等において信頼されるよう

自己研鑽に努めることが大切です。本県が取り組んでいる先進的な理数教育及び英語

教育や専門学科等における高度な資格取得や技能・技術の習得においても教員の専門

技術の向上が不可欠です。

そのために、本県では、授業研究を通して授業力の向上を図ることを目的とした研

修を実施します。また、各教科研究会と連携し、教科指導の専門性を高めることを支

援します。さらに大学、専門学校、企業、高度な技術を有する職人等との連携を通し

て、教員がより高度な専門技術を習得できる機会を提供するなどの取組を行います。

（８）学校評価

各 高等学校は、学校マネジメント（学校経営品質向上活動）の考え方を日常の県立

教育活動のベースとして位置づけ、継続的な改善を通して、それぞれ特色化を推進す

るとともに、地域に開かれた学校づくりに取り組んでいます。

地域に開かれた学校づくりを進めるためには、保護者や地域住民等が学校運営や教

育活動へ参画する仕組みを導入することが効果的で、このことを踏まえ、学校評価や

学校評議員制度を活用し、学校運営の改善が図られています。

学校評価について、 高等学校において 、平成１３年度から、自己評価本県の県立 は

の実施及び公表が義務化され、平成２４年度からは、学校関係者評価の実施が義務化

されています。

今後は、各学校が自らのミッションを明確にするとともに、地域に開かれた学校づ

くりをより一層進め、学校評価が各校の教育活動の自主的・具体的な改善につながる

よう、学校運営や教育活動への学校関係者の協力や参画を促進します。

５ 学科等のあり方

高等学校が、社会の変化に的確に対応し、生徒の実態や保護者・生徒のニーズ県立

を踏まえた多様な学びを提供して進路希望に対応できるよう、今後の学科等の方向性

やあり方について以下に示します。

（１）普通科・普通科系専門学科

《現状と課題》

大学、短大、専修学校等普通科に学ぶ生徒の進路希望は、多岐にわたっています。

こうした中で、普通科には、発展的な内容を学習への進学や就職等、さまざまです。

する機会の提供、幅広い進路希望に対応した指導体制の整備、生徒の目標達成に向け

た支援の充実、義務教育段階での学習内容の確実な定着、職業系専門学科より割合の

多い早期離職 防止 対策 さまざまな課題があります。このことから、基礎者を する 等、

的・基本的な知識・技能の確実な定着を図ることに加え、個に応じた多様な教育、生
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徒の学習ニーズに応じたきめ細かな教育を展開することが求められています。

また、普通科のコースや普通科系専門学科の中には、学習内容が社会や中学生のニ

ーズに対応できているかについての検証が必要であるものや学習内容を進路に生かす

ことができていない状況があります。

《今後の対応策》

大学等への進学希望者が多い高等学校では、探究的な学習活動や発展的な内容の効

果的な教育方法について研究することにより、生徒の進路希望を実現します。また、

大学等との連携を一層図ることを通して、｢高等教育｣とのつながりを重視した教育を

行うことにより、生徒たちが大学等での学習活動や将来の社会的・職業的に自立した

生き方を強く意識できるよう、長期的な視野に立った目的意識を育成するとともに、

必要な学力の定着を目指します。

普通科の高等学校には、進学希望者だけでなく、就職希望者も在籍する、生徒の進

路先が多様な学校があります。このような学校では、進学と就職の両方に対応した効

果的なカリキュラムや指導方法、類型・コースの充実や習熟度別学習を進めるととも

に、就業体験活動やボランティア活動 を積極的に取り入れることにより、生徒が自等

分自身の適性や役割を理解することができるよう、生徒一人ひとりの目標達成に向け

た支援を充実します。

就職希望者が多い普通科では、実業的な職業科目等を教育課程に位置づけるととも

に、関係機関と連携して職業を体感できる機会を設けるなど、就職対策や早期離職防

止策を充実します。また、学び直しも含めた基礎学力の育成・定着を図るため、学校

設定科目の開設や授業時間の弾力的運用、評価方法の改善 を通して、意欲を引き出等

し、成就感や達成感が実感できる教育に取り組みます。

理数科や英語科等の普通科系専門学科では、それぞれの学科が重点的に行う教育内

容を生かして生徒の思考力・判断力・表現力 を高めるため、大学等と連携し、より等

高度な内容の学習機会を提供したり、専門性を生かした進路実現につながるような生

徒の主体的な学習や体験活動を充実したりします。また、芸術・スポーツ・情報・異

文化理解・福祉 、各分野の教育内容において、これまでの取組を検証し、良い成果等

はさらに伸ばし、効果が見られない場合は、現在設置している学科や普通科のコース

の見直しを進め、一層の特色化・魅力化を図ります。加えて、設置目的を十分に発揮

できていない学科や普通科のコースについては実態把握を行うとともに、中学校卒業

者の進学状況を検証ながら、見直しを行います。

（２）職業系専門学科

《現状と課題》

専門学科は職業教育を通じて生徒の自己実現を図り、将来のスペシャリストを育成

できるよう、産業構造や就業構造の変化に合わせて、学科改編やコースの設置 活等、
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性化を図ってきました。

専門学科の教育内容等が社会の変化や地域のニーズに十分には応えておらず、学習

した成果を就職に生かしきれているとはいえない状況にあります。

《今後の対応策》

どのような分野で、どのような人材が求められているか、関係する産業界等とも意

見交換するなど連携しながら、専門教育への期待やニーズを把握し、社会の変化も踏

まえて教育内容に反映します。特に少子化が進行する地域においては、今後も生徒や

社会のニーズを踏まえ、１学級規模の専門学科のあり方について検討を進めます。活

、 、 、 、性化策の一つとして 企業との連携が増えていますが 今後 教育効果をあげるには

県教育委員会事務局に加え、施策等で関連のある知事部局とも連携しながら、教員へ

の支援窓口を設けるなど、組織的なサポートについても検討します。

また、専門学科では、各専門分野の基礎的・基本的な教育に重点を置きながら、職

業教育を展開するための土台としてキャリア教育を一層重視することにより、生徒が

自ら進んで学び続け、技能・技術を取得する意欲や態度を育成します。さらに、県内

産業を意識した進路指導の充実を図るとともに、卒業後は大学、短期大学、専修学校

へ進学する生徒も増えていることから、生徒の進路状況に応じて教育課程を一層工等

夫していきます。

一方、平成１３年５月に策定した「県立高等学校再編活性化基本計画」における専

、 、門学科の拠点化についても 中学校・高等学校関係者・産業界等の意見も聞きながら

その取組を検証し、今後の専門学科のあり方に反映させていきます。また、多くの専

門学科が１学科１学級であるという実態を踏まえ、異なる学科が共同して教育活動を

行うなど学校や学科間の連携を推進します。今後、学科の改編や新コースの設置を検

討する際には、社会や経済の変化、生徒や地域のニーズ、地域産業の実態 を総合的等

に判断する中で、地域的な配置状況を検証し、専門学科の活性化を検討します。

ａ 農業に関する学科

《現状と課題》

農業に関する学科は、５校に設置され、食料生産、食品加工、園芸・造園 の分等

野で実験・実習を重視した学習を行っています。農業の持つ魅力や可能性及び農業

科の学習内容を地域や中学生に十分に浸透させていくことや、地域の農業を担う意

欲ある生徒を育成していくことが必要です。

《今後の対応策》

農産物を含む貿易のグローバル化が進み、農業政策も大きく変容する中で、農業

を産業ととらえ、行動できる人材を育成します。また、産業現場等における長期間

の実習、特産品の生産・加工に関する共同研究、商品やサービスの企画・提案等、

産業振興・地域活性化に向けた実践的な教育を推進するとともに、生徒が主体とな
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った公開講座や出前授業、ボランティア活動等の地域貢献活動を推進します。さら

に、学習内容が進路に生かせるよう、県の農業施策と連携し、農工商連携、６次産

業化、農業分野の起業等への取組を強化します。

ｂ 工業に関する学科

《現状と課題》

等工業に関する学科は、全日制９校、定時制２校に設置され、機械、電気、建築

。 、の分野で実験・実習を重視した学習を行っています 工業技術の高度化や複合化等

産業界の変化に対応した教育内容の工夫・改善が求められています。また、進路先

は製造業への就職が高い割合を占めており、進路の幅を広げるためのコミュニケー

ション能力の向上を図ることが必要です。 大学進学 進路選択の幅が広がさらに 等、

ってきていることから、専門性を生かして進学できる体制の充実も必要です。

《今後の対応策》

企業の製造部門の海外移転が続き国内産業の空洞化が懸念されていることから、

農工商連携、県内企業の国際化対応、ベンチャー育成、日本のものづくりを担う人

材の育成等に取り組みます。また、より高度な資格取得や実践的な取組を通して専

門性の一層の向上を図っており、学習成果発表会やデュアルシステムの実施の拡大

キャリア教育の実践を通じて、表現力・コミュニケーション能力を育む教育を等、

推進します。さらに、専門性を生かした進学体制の一層の充実を図ります。

ｃ 商業に関する学科

《現状と課題》

商業に関する学科は、全日制７校、定時制１校に設置され、簿記や情報処理等の

ビジネススキルの習得に努めるとともに、近年は商品開発や販売促進の分野の学習

を行っています。就職において、地域の企業が求める職種や技能について、実態把

握が不足しており、生徒が希望する職種と合致していない状況があります。また、

経済のグローバル化等 社会の変化に対応した企画力や提案力を備えた人材を育成、

すること が必要です。等

《今後の対応策》

企業のニーズや卒業生に対するアンケート調査を行い、その結果を踏まえ、教育

内容等の見直しを含めた学科のあり方の検討を行います。これに加えて、地域や産

業界と連携した商品開発や販売実習等の実践的な学習や地域産業の振興に関する取

組を通して、簿記や情報処理等のビジネススキルを実践的なものとするとともに、

ビジネスの現場で活用できる企画力・提案力の育成等 地域事業者の事業革を通して

新を担う人材育成に取り組みます。また、ビジネスの現場で活用できる基礎的な英

語力の習得や実際のビジネスシーンを体験できる研修機会の設定 、経済のグロー等

バル化に対応した取組を推進します。
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ｄ 水産に関する学科

《現状と課題》

水産に関する学科は、水産高校に３つの学科が置かれ、航海、漁業、機関、食品

製造等の分野で学習を行っています。ここでは、水産技術の高度化や地域の特色あ

る漁業の実態を見据えた水産教育を推進することが求められていますが、定員に欠

員が生じる状況が続いています。進路については、専門性を生かした就職先の確保

が必要です。

《今後の対応策》

就業者の高齢化、後継者不足、魚価の低迷 水産業をとりまく環境は厳しいも等、

のがありますが、本県のこれまでの栽培漁業等の実績を踏まえた担い手づくりの施

策についても、関係者と連携しながら進めていきます。また、県や市町の水産施策

や関係機関との連携を通して、専門性を生かした就職先の一層の拡大に取り組みま

す。さらに、地元水産資源を活用した商品の共同研究、サービスの企画・提案 、等

産業振興・地域活性化に向けた実践的な教育を推進します。

ｅ 家庭に関する学科

《現状と課題》

家庭に関する学科は、６校に設置され、食物や服飾 のコースを設置して専門的等

な知識や技術の習得を図っています。産業界で求められる力を育成するために、教

養教育に留まらず、専門的な知識や技術の確実な習得、職業意識を高める取組 を等

一層推進していく必要があります。

《今後の対応策》

、 、少子高齢社会の進展やライフスタイルの多様化 食育の推進 に対応するために等

衣食住や保育、家庭看護や福祉 にかかわる生活産業を担う人材を育成します。そ等

のため、地元食材を活用した特産品の商品開発に関する学習、企画やマネジメント

、 、能力を育成する学習 を充実するとともに 異なる学科が共同して研究を行うなど等

学科や学校間の連携を推進します。

また、小中学生や地域住民を対象にした手芸・調理等の公開講座や高齢者へのデ

イサービスの実施 を通して、地域や社会に貢献するとともに、コミュニケーショ等

ン能力を育成する取組を強化します。

ｆ 看護に関する学科

《現状と課題》

看護に関する学科は、桑名高等学校に設置され、専攻科と合わせて看護師を養成

するための５年一貫教育を実施しています。平成２１年度の厚生労働省のカリキュ

ラム改正により、教育内容の充実が求められており、５年一貫教育をさらに充実し

ていくことが必要です。
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一方で、地域医療体制が変化する中、医師講師や実習病院（産婦人科・小児科）

を確保することがますます難しくなってきています。

《今後の対応策》

専攻科卒業生の大学編入制度 、国の改革を見据えつつ、関係機関や大学との連等

携を強化します。また、近隣府県の衛生看護科設置校と連携して、知識や技術を統

合して学習する統合分野の教育内容を充実します。

ｇ 情報に関する学科

《現状と課題》

情報に関する学科は、亀山高等学校に設置され、コンピュータやネットワークを

活用する能力を身につけ、情報のエキスパートを育てる学習を行っています。情報

技術の高度化・多様化に対応した人材を育成することや、専門性を生かした就職先

を十分確保することが必要です。

《今後の対応策》

さまざまなメディアやソフトウェアを活用した課題解決型の学習を充実するとと

もに、関連の大学や専門学校、企業との連携を推進して、情報技術の高度化・多様

。 、 、化に対応した人材の育成に取り組みます また 卒業者の進路等の実態把握を行い

設置の趣旨が生かしきれているか検証し、今後のあり方について検討します。

ｈ 福祉に関する学科

《現状と課題》

福祉に関する学科は、２校に設置され、介護福祉士受験資格の取得のほか、多様

な福祉サービスに対応できる専門的な知識・技能を習得するための教育を行ってい

、 。 、ますが 介護福祉士養成のための教員を確保することが急務となっています また

実習先の確保や新たなカリキュラムへの対応が必要です。

《今後の対応策》

高齢社会が一層進むことが予想されることから、そのサービスを担う人材を育成

します。そこで、関係機関との連携による実習先の確保や、教育課程の工夫等を通

して介護福祉士養成の取組の強化を図ります。

（３）総合学科

《現状と課題》

総合学科は、全日制７校、定時制１校に設置され、生徒が学びたい科目を自分で選

択し、自己の進路への自覚を深めるとともに、４～８系列を設けて、自己の適性等に

応じた主体的な学習や将来の職業選択を視野に入れた学習を行っています。

総合学科には、学びたい科目を自分で選択できるメリットがある反面、科目選択の

、 、自由度が高いことにより 系統的な学力や専門性が身につかない生徒がいることから

、 、義務教育段階での学習内容の確実な定着をはじめ 幅広い進路設計に対応できるよう
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教育課程の工夫や教育内容の一層の充実を図ることが求められています。こうした状

進路 実態把況を踏まえ、総合学科における取組の成果と課題について、卒業生の 等の

を行 検証していくことが必要です。握 い、

《今後の対応策》

原則履修科目の「産業社会と人間」をベースに、社会的・職業的自立に必要な知識

・能力・態度を育成するため、体験的な学習を充実し、課題対応能力を育成する取組

を強化します。加えて、チューター制によるガイダンス機能を強化して、総合学科の

学習が将来の職業選択につながるようにすること 、キャリア教育のさらなる充実を等

図ります。

、 、 、また 入学志願者の動向や卒業生の進路状況も注視しながら 生徒や地域のニーズ

学校の実態に応じた系列 の見直しを行います。加えて、地域バランス等を考慮する等

、 、 。中で 設置の趣旨が生かしきれていない学校については あり方の見直しを行います

６ 県立高等学校の適正規模に向けた取組

（１）全日制高等学校の適正規模

平成１３年５月に策定した「県立高等学校再編活性化基本計画」では、県立高等学

校の適正規模を、原則として１学年３学級以上８学級以下としました。これは平成

１１年に実施した「三重県高等学校再編活性化推進調査研究委員会」の調査研究にお

いて、子どもたちの学習ニーズに応じた多様な選択科目を開設し、活力ある教育活動

を展開することができるとともに、学校行事等の諸活動が円滑かつ効果的に実施でき

るとしている観点に基づいています。

県立高等学校の適正規模については、上記と同様の観点から、今後も原則として１

学年３学級以上８学級以下とし、適正規模化を推進していきます。

さらに、子どもたちに魅力ある学習環境を整えるとともに、学校の活力を維持して

いく観点から、引き続き県全体の県立高等学校１校あたりの１学年学級数の平均値が

６を大きく下回ったり、上回ったりしないよう努めます。

（２）大規模校の適正化

これまで適正規模化に取り組んだ結果、９学級以上の大規模校は、平成１４年度に

は１４校ありましたが、平成２３年度時点で４校となっています。県全体では少子化

の傾向が続きますが、地域によって状況は異なっており、北勢地域や中勢地域におい

ては、今後、中学校卒業者数が一時的に大きく増加することが見込まれています。こ

うしたことから、一部の１学年９学級の大規模校がしばらく継続することが想定され

ますが、その後は中学校卒業者数の推移を注視しながら、大規模校の適正化を進めま

す。
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（３）小規模校の適正化

小規模校については、今後も地域全体を視野に入れて、教育の質的な向上を図るこ

、 。とで生徒に魅力ある教育環境を整備するという観点から 活性化について検討します

なお、小規模校の適正化策については、従来の計画と同じ考え方から、次のとおり

とします。

① １学年２学級以下の高等学校は原則として分校とすることとし、統廃合も視野に

。 「 」入れて近隣の高等学校との活性化に係る協議を行います 分校の呼称は ○○校舎

または「○○校」とします。

② 分校については、入学者数が募集定員の半数に満たず、その後も増える見込みが

ない場合は、原則として翌年度から募集停止とします。

③ 昴学園高等学校やあけぼの学園高等学校のように１学年２学級の規模を設置のコ

ンセプトの一つとして開校した学校については、改めて設置の意義を検証しつつ、

今後のあり方について検討します。

④ １学年３学級以上の学校にあっても、今後の生徒数の減少を見据え、生徒にとっ

てより魅力ある教育環境を整備するため、近隣の高等学校との学校間連携や統廃合

、地域全体の高校教育のあり方を検討し積極的な改革を行います。等

７ 県立高等学校の適正配置及び活性化に向けた取組

（１）基本的な考え方

各 高等学校が教育課程の柔軟な編成や活力ある教育活動を展開できる望ましい県立

学校規模となるよう、地域ごとに中学校卒業予定者数の推移に応じて募集定数を策定

し、適正配置を進めます。その際に、産業界のニーズや私立高等学校の募集定数等を

参考にしながら、普通科・専門学科・総合学科のバランスも十分に配慮します。

高等学校の活性化については、すべての学校において、９頁の「５ 学科等のあり

」 《 》 、 、方 で示した 今後の対応策 の考え方に基づいて 取り組んでいくこととしますが

以下の地域別の具体的施策の中に示す学校ごとの活性化の方策にも取り組んでいきま

す。

（２）全日制課程

① 桑員・四日市地域

平成２３年度に桑名高等学校衛生看護分校は本校に移転し、衛生看護科となりま

した。また、平成２４年度に川越高等学校英語科を国際文理科に改編し、英語力を

ベースに文科系だけでなく理科系にも対応できる学科としました。

中学校卒業者数は、最近の５年間は大きな増減がなく、学級数も大きく変動する

ことはありませんでしたが、平成２５年３月は四日市地域を中心に、平成２６年３
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月は桑員地域を中心にそれぞれ１００人以上の増加が予想され、学校の適正規模を

踏まえつつ、２年続けて一定規模の学級増が必要になります。特に学級増となる学

校では、今後、生徒の多様なニーズにきめ細かく応えられるよう、カリキュラムを

弾力化するなど、柔軟性を持たせた活性化の取組を行います。

平成２７年度以降については、中学校卒業者数が減少する地域動向や中学生の進

路希望状況等を踏まえ、学級数を減ずることによって適正配置に取り組みます。

桑名西高等学校・四日市西高等学校については、普通科の理念である共通性を生

、 、 、かしながら 探究的な学習活動に取り組むことにより 生徒の進路意識を一層高め

希望進路の実現を目指します また 大学等との連携を一層図ることを通して 高。 、 、「

等教育」とのつながりを重視した教育を行うことにより、生徒たちが大学等での学

習活動や社会的・職業的に自立した生き方を意識できるよう、長期的な視野に立っ

た目的意識の育成を図ります。

、 、 、 、桑名北高等学校 朝明高等学校 菰野高等学校 四日市四郷高等学校については

これまでの基礎的・基本的な学習内容の定着、授業改善や進路指導等の取組をキャ

リア教育の観点から見直し、内容面でも魅力化を図るとともに、学校行事や部活動

を通した活性化に取り組みます。なお、朝明高等学校の福祉コースについては、さ

らなる充実を図るため、学科への転換を行います。

四日市工業高等学校、四日市中央工業高等学校については、企業・地域の産業界

と連携して、社会の変化や就業構造の変化に対応できるよう教育内容の検討を行い

ます。

四日市商業高等学校は商業に関する学科の拠点校として、大学や産業界との連携

を拡充し、経済社会の実態に即した専門性の高いビジネス教育ができるよう学科の

あり方について検討します。

② 鈴鹿・亀山地域

飯野高等学校（応用デザイン科、英語コミュニケーション科）を除くこの地域の

高等学校は、すべて普通科を有する学校ですが、体育科(稲生高等学校)やシステム

メディア科(亀山高等学校)、文化教養(吹奏楽)コース（白子高等学校） 、県内に等

唯一の学科、コースも多く設置されており、これらを中心に特色ある学習活動が行

われています。

この地域においては、平成２４年３月に中学校卒業者数が大幅に増加することか

ら学級増を行いました。今後、中学校卒業者数は増減を繰り返しますが、隣接する

津地域の中学校卒業者数の推移や、四日市地域への進学者の動向も勘案しながら、

適正な募集定数となるよう、学級数の増減を行います。特に増減の対象となること

が予想される学校では、現在進めている基礎的・基本的な学習内容の定着の取組を

強化します。また、地元企業との連携の取組 を通して、一層の進路保障につなげ等
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るなど、学校の魅力化を図ります。

学科配置のバランスについては、地域の定員全体の約９割を普通科及び普通科系

専門学科が占めており、職業系専門学科が少ない現状から、地域の関係者の声を聞

きながら検討を行います。また、普通科における芸術・スポーツ・情報・異文化理

、 。 、解等 教育の一層の特色化・魅力化を図ります さらに進路実現を確実にするため

現在設定している類型・コースの見直しを進めます。

白子高等学校、稲生高等学校、飯野高等学校、石薬師高等学校については、これ

までの基礎的・基本的な学習内容の定着、授業改善や進路指導等の取組をキャリア

教育の観点から見直し、内容面でも魅力化を図るとともに、学校行事や部活動を通

した活性化に取り組みます。

また、飯野高等学校については、外国人生徒の教育の拠点として、外国人生徒支

援専門員の派遣 を通じて、日本語指導を必要とする外国人生徒が学習言語として等

の日本語を習得する支援を行い、蓄積したノウハウを他の高等学校へ普及・拡大し

ます。また、多文化共生棟を新たに設置し、外国人生徒が語学学習を自主的・自立

的にできるスペースを提供するなどの支援を行います。

平成２２年度に、石薬師高等学校の敷地内に杉の子特別支援学校石薬師分校（知

的障がい対応の高等部）が開校しました。今後、２校が同じ敷地に共存しているこ

との良さを発揮することができるよう、お互いの教育の専門性や施設・設備のあり

方などを検討し、両校の機能を生かした教育が十分にできるよう取り組みます。

③ 津地域

中学校卒業者数は年度ごとには大きな増減がありましたが、平成２４年３月の卒

業者数は平成２０年３月時点と大きな変化はなく、このため、平成１９年度以降、

大規模校の解消は進んでいません。今後５年間では一時的に中学校卒業者数が増加

する年もありますが、平成２９年３月までの５年間で１００人余り減少する見込み

です。しかしながら、隣接する鈴鹿・亀山地域や松阪地域で中学校卒業者数が増加

する年度があり、これらの地域からの流入の状況や学科の配置も踏まえた適正な募

集定数となるよう学級数の増減を行います。

久居高等学校については、探究的な学習活動に取り組むことにより、生徒の進路

意識を一層高め、希望進路の実現を目指します。また、大学等との連携を一層図る

ことを通して 「高等教育」とのつながりを重視した教育を行うことにより、生徒、

たちが大学等での学習活動や社会的・職業的に自立した生き方を意識できるよう、

長期的な視野に立った目的意識の育成を図ります。

久居農林高等学校は農業に関する学科の拠点校として農業の各分野に関する類型

を整理しました。今後は、地域や企業と連携した活動を深める中で、専門性を深く

追究する学校として活性化を進めます。
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津商業高等学校は商業に関する学科の拠点校として大学や企業との連携を図り、

専門性を深く追究する学校として活性化を進めます。

白山高等学校は３学級の小規模の中で連携型中高一貫教育に取り組んでいます

が、地元の連携中学校からの進学率が低く、制度の趣旨が十分に生かせていない現

状があることから、見直しを図り、連携の廃止についても検討します。また、平成

２３年度からコミュニティ・スクールの研究に取り組んでおり、今後は地域と連携

した教育活動に取り組み、学校の活性化をはかります。

④ 松阪地域

平成２２年度に宮川高等学校と相可高等学校を統合して(新)相可高等学校を開校

しました。

当地域では年度によって増減はありますが、平成２９年３月までの５年間では中

学校卒業者数の減少はない見込みであり、平成２５年度の一時的な増加に対応した

学級増を行います。

松阪商業高等学校については、生徒のニーズや進路保障の観点に対応できるよう

学科のあり方について検討します。

飯南高等学校は平成１１年度から連携型中高一貫教育を実施しており、中高の連

携を核にして、小学校から大学までの系統的なキャリア教育に取り組み、優れたコ

ミュニケーション能力を育むなどの成果をあげています。平成１４年度から１学年

２学級規模となっていますが、今後、地元の中学校卒業者が減少する中でこの規模

を維持することが困難となった場合は、分校化も視野に入れた学校のあり方につい

て検討する必要があります。

昴学園高等学校については、創立当初から１学年２学級規模の総合学科としてい

ますが、現在では県内各地域に総合学科が設置されていることなどから、進学希望

者が減少する傾向にあります。学校を活性化していくためには、寮教育を生かした

特色化の取組や教育内容の見直し の検討を 。等 進めます

⑤ 伊勢志摩地域

平成１６年度から南伊勢高等学校で校舎制（南勢校舎・度会校舎・南島校舎）を

実施してきましたが、定員を充足できない状況が続いた南島校舎を平成１９年度に

。 、募集停止としました 南勢校舎についても継続的に定員を充足できない状況が続き

平成２３年度から１学級の募集となっていますが、今後、連携型中高一貫教育の成

果を検証しつつ、あり方について検討していく必要があります。

この地域では、中学校卒業者数が平成２７年３月までの３年間で約２５０人、そ

の後の２年間でもさらに約４０人減少することが見込まれており、単純に学級数を

減じるだけでは、学校としての活力低下につながるおそれがあります。

特に、現在、南伊勢高等学校、鳥羽高等学校、志摩高等学校、及び水産高等学校
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の４校は、１学年３ないし４学級規模であること、また近年定員を満たせないこと

もあり、これ以上学級数を減じると、適正規模の維持が困難な状況にあります。

また、上記４校以外の学校においても、学級減を続けると、生徒の多様なニーズ

に対応した学習環境を提供することが難しくなる可能性があります。

こうした点を踏まえ、伊勢志摩地域の県立高等学校の魅力化・活性化を図り、子

どもたちがこれからもいきいきと学ぶことができる学習環境を整えるため、平成

２４年度は、伊勢志摩地域全体における高等学校のあり方について、普通科と専門

学科の割合、普通科と専門学科及び総合学科のあり方、当地域における高等学校の

配置 の視点から総合的に検討するとともに、平成２７年度を目途とした小規模等

校の統廃合や分校化等の具体策をまとめます。その際、これまでの各校における基

礎的・基本的な学習内容の定着、授業改善や進路指導等の取組をさらに充実し、内

容面でも魅力化を図ります。

明野高等学校、伊勢工業高等学校、宇治山田商業高等学校については、中学生の

、 、進路希望状況や地域全体の少子化 を踏まえるとともに 専門教育の拠点校として等

地域産業の関係者とも連携し、各学科の活性化のあり方について検討を進めます。

⑥ 伊賀地域

平成２１年度に、上野商業高校、上野農業高校、上野工業高校を募集停止とし、

新しい総合専門高校である伊賀白鳳高校を設置しました。その結果、生徒たちは大

きな規模の学校の中で、興味・関心に応じた学科・コースを選択して学ぶ環境が整

えられています。

当地域では平成２７年度までの３年間で中学校卒業者数が約２００人と大幅に減

少することが予測されています。平成２８年度には一時的に１００人余増加する見

込みですが、その後は再び減少傾向が続きます。また、当地域では毎年６０人以上

の生徒が地元の 高等学校に進学せず、津地域へ流出している状況に加え、平成県立

２３年４月に私立の工業高等専門学校が名張市に移転し、地域から４０人以上の生

徒が進学する新たな状況も生まれています。なお、当地域では小学校から中学校へ

進学する段階で、私立中学校に進学する生徒が毎年６０人から７０人います。

これらのことも踏まえて、生徒がこれからもいきいきと学び続けることができる

学習環境を整えるために、次の活性化策を進めます。

名張桔梗丘高等学校と名張西高等学校は、中学校卒業者数が大きく減少する平成

２７年度を目途に統合し、それぞれの特色を併せもち、生徒・保護者にとって魅力

ある、活力ある学校づくりを行います。例えば、高度な学習内容への対応や、スケ

ールメリットを生かした行事・部活動の活発化、国際理解教育の充実等による活性

、 、 、化をはかるなど 生徒や保護者の意向を踏まえ 地域の教育関係者等と協議を行い

平成２４年度中に統合後の学校像を明確にします。
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伊賀白鳳高等学校では、社会の変化に即応できる人材や経済社会のグローバル化

に対応できる人材の育成が図られるよう、デュアルシステムの実施等により、キャ

リア教育を充実し、学科の特色化・魅力化をより一層進めます。

⑦ 東紀州地域

平成２０年度に尾鷲高等学校長島校の募集を停止し、紀北地域の高等学校は尾鷲

高等学校１校となりました。当地域では平成２９年３月までの５年間で中学校卒業

者数が８０人近く減少することが見込まれ、尾鷲高等学校では学科の割合を考慮し

ながら段階的に学級数を減じていく必要があります。今後も地域で１校の高等学校

として、生徒の多様なニーズ、進路指導希望に対応した効果的なカリキュラム、類

型・コースの充実を進めるとともに、引き続き地域の教育関係者と活性化策の検討

をすすめ、学校の魅力化を図ります。また、専門学科については、地域産業と連携

し、地域の担い手となる専門的な知識・技術を った人材の育成をめざします。持

紀南地域では普通科と総合学科を併設する木本高等学校（６学級）と単位制普通

科の紀南高等学校（３学級）の２校が存立し、それぞれ特色化の取組を進めていま

す。また、平成１９年６月に紀南高等学校をコミュニティ・スクールに指定し、地

域と連携して教育活動を行うとともに、小中学校等と連携したキャリア教育にも取

り組んでいます。

当地域では中学校卒業者数は平成２９年３月までの５年間で５０人以上少なくな

ります。 紀南高等学校については、コミュニティ・スクールによるこのことから、

地域との連携を継続・発展させて、体験的な教育活動等の内容や指導方法の一層の

充実を図り、基礎的・基本的な学習内容の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に取り組

みます。なお、１学年２学級の規模を維持することが困難になった場合には、生徒

・保護者の意向をくみ取り、地域住民とも協議しながら、紀南高等学校を木本高等

学校の分校とすることも視野に入れつつ、地域との連携に加えて、行事等でも木本

高等学校と交流するなど、活力の維持に努めます。

（３）定時制課程・通信制課程

定時制課程・通信制課程は、以前からの「働きながら学ぶ」生徒に加え、全日制か

、 、 、らの転入・編入者 不登校経験者 過去に高校教育を受けることができなかった者等

さまざまな入学動機や学習歴をもつ生徒が学ぶ場としての役割が求められています。

北部地域では平成１４年度に四日市北高等学校が三部制となり、さらに平成１８年

度には四日市高等学校の通信制課程を統合して北星高等学校が開校し、定通ネットワ

ークの拠点となる学校としての整備を進めてきました。南部地域では平成１６年度に

伊勢実業高等学校に昼間部を設置して伊勢まなび高等学校と改称し、松阪工業高等学

校の定時制機械科を統合、翌１７年度には鳥羽高等学校定時制を統合しました。これ

により、みえ夢学園高等学校とあわせて、北部・中部・南部の各地域に三部制の定時



- 22 -

制高等学校が配置されました。

また、特に鈴鹿・亀山地域を中心に外国人生徒の高等学校への進学が増加傾向にあ

る状況に対応するため、平成２３年度に神戸高等学校定時制と亀山高等学校定時制を

統合し、飯野高等学校にⅠ部・Ⅱ部からなる夜間定時制課程を併設し、全日制課程の

授業の一部を受けられるようにするなど、スケールメリットを生かした柔軟な体制を

整えました。みえ夢学園高等学校では平成２１年度に夜間部の普通科を昼間部と同じ

総合学科に改編し、相互の授業を履修できるようにすることによって、生徒の利便性

や学習幅の拡大を図りました。

定時制課程では通信制課程の授業を併修することにより、自校にはない科目を履修

することができ、豊かな学びにつながっています。そのため、通信制課程を持つ高等

学校から距離を隔てている高等学校の定時制課程では、通信制課程のスクーリングを

自校で受けることができる、連携併修のしくみが整いました。

今後、小規模な定時制課程については、教員数も少なく、開設科目に限界もあるな

ど、生徒の多様なニーズに必ずしも対応できていない現状があることから、魅力ある

教育を提供できるよう、連携併修の仕組み等を生かした活性化策の検討を行うととも

に、中学生の進路希望状況や地理的配置、地域のニーズ等を踏まえて、統廃合も視野

に入れた検討を行います。

定時制高等学校の中には、日本語指導の必要な外国人生徒が多く在籍している学校

もあります。今後は飯野高等学校を拠点として、日本語支援員等の活用、日本語指導

に係る教材の共有化等の面でネットワークづくりを行い、定時制課程で学ぶ外国人生

徒の学習の充実を図ります。

通信制課程は 自宅等での学習を基本に レポート 添削指導 やスクーリング 面、 、 （ ） （

課程接指導）により学習指導を行っていますが、今後は協力校の設置により、通信制

高等学校の遠隔地に住む生徒が居住地の近くでスクーリングを受けることがでを持つ

きるようにするなど、利便性の向上についても検討します。
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【用語の解説】

＊キャリア教育

キャリアとは、人が生涯の中でさまざまな役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自

分との関係を見いだしていく連なりや積み重ねを意味し、段階を追って発達していくもの

である。キャリア教育は、一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育である。

＊専門学科

各分野における専門的な技術・知識を身につけるための学科であり、専門教育に関する

。 、 、教科・科目を２５単位以上履修しなければならないことになっている 農業や工業 商業

家庭等の専門的に学ぶ職業系の専門学科と、それ以外の英語科や理数科 の普通科系の専等

門学科に分けられる。

＊系列

総合学科において、多様な教科・科目（普通科目・専門科目・学校設定科目など）を系

統的あるいは体系的に学習できるための、教科・科目のまとまりをいう 「学科」とは異。

なり、あくまでも目安であり、他の系列科目や自由選択科目を選択することもできる。１

、 、 「 」年次は系列に分かれておらず 基礎学力の充実に加え 原則履修科目の 産業社会と人間

、 「 」「 」「 」 、 「 」を学習し ２年次から 国際理解 自然科学 生活福祉 各学校が設定した 系列等

に分かれる。

＊類型とコース

類型とは、入学後に、希望に応じて、原則として別の教育課程による教育を受けること

。「 」「 」 、「 」「 」とされているものをいう 国際 情報 のほか キャリアアップ モータースポーツ

、特色ある類型を設置している学校もある。コースとは、入学定員を個々に設定し、入等

学段階から原則として別の教育課程による教育を受けることとされているものをいう 国。「

際科学 「福祉 「情報」のほか 「文化教養（吹奏楽 」 特色あるコースがある。」 」 、 ） 等、

＊単位制

学年の区別を設けず、学年ごとの進級認定を行わないので、生徒が自らの興味・関心や

進路希望等に応じて履修する科目を選択でき、卒業までに所要の単位を修得すれば卒業す

ることができるシステム。昭和６３年３月の文部省令「単位制高等学校教育規程」におい

て、定時制・通信制課程について制度化され、さらに平成５年度から全日制課程について

も単位制のみによる教育課程の編成実施が可能になった。単位制においては、年次を越え

た教科・科目の選択のほか、転編入学への対応、学期ごとの入学や卒業への対応、定通併

修、科目履修生への対応等、柔軟さを生かした取組が可能となる。

＊インターンシップ

生徒が事業者 の職場で働くことを通じて、職業や仕事を実際に体験したり、働く人々等

と接すること。学習への意欲を高め、職業観・勤労観を育てるとともに、異世代とのコミ
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ュニケーション能力を高めるなどの効果が期待できる。

＊中高一貫教育

従来の中学校・高等学校の制度に加えて、生徒や保護者が６年間の一貫した教育課程や

学習環境の下で学ぶ機会も選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を

推進し、生徒一人ひとりの個性をより重視した教育の実現を目指す制度として、平成１１

年度から導入することが可能になった。

①連携型中高一貫教育校

既存の市町立中学校と県立高等学校が教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連携を

深める形で中高一貫教育を実施する学校。

②中等教育学校

１つの学校として６年間一体的に中高一貫教育を実施する学校。

③併設型中高一貫教育校

同一の設置者による中学校と高等学校を接続し、中高一貫教育を実施する学校。

＊学校評価

学校が、自らの教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、結果を公表する

、 。 「 」、とともに それに基づいて学校運営の改善を図っていく制度 教職員が行う 自己評価

保護者、地域住民等の学校関係者 により構成された評価委員会等が、自己評価の結果に等

ついて評価することを基本として行う「学校関係者評価 、学校と直接関係を有しない専」

門家等が客観的な評価を行う「第三者評価」の３つの形態がある。

＊コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

学校・家庭・地域が一体となって、より良い教育の実現を目指すため、保護者や地域住

民等が、合議制の機関である「学校運営協議会」を通じて一定の権限と責任をもって学校

運営に参画する、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組み。平成１６年に制

度化された。

＊定通ネットワーク

定時制課程（昼間部、夜間部）及び通信制課程を置く独立校を拠点とし、周辺の学校と

、 。の連携を推進することにより 拠点校の機能を多く生徒が共有できるようにするシステム

＊多部制

定時制課程において、昼間部・夜間部、午前部・午後部・夜間部 学ぶ時間帯を１日等、

のうちで複数に分けて設定するシステム。生徒は仕事やライフスタイルに合わせて、いず

れかの部に所属して学ぶ。

＊（通信制課程の）協力校

、 （ ）通信制高等学校から遠隔地に住む生徒のために 通信制課程のスクーリング 面接指導

や定期試験を実施する高等学校。これにより、地理的な制約等で通信制課程の教育を受け

にくい生徒が、居住地に近い高等学校で受けることが可能になる。



全日制課程

普
通
科

専
門
学
科

コース
制

工業

家庭

四日市（国際科学）、四日市南（数理科学）、四日市西（比文・歴史、数理情報）、朝明（福祉）、
四日市四郷（スポーツ科学）、白子（文化教養）、稲生（情報）、久居（スポーツ科学）【単】、
伊勢（国際科学）、志摩（国際）、尾鷲（プログレッシブ）【単】

桑名、桑名西、桑名北、川越、四日市、四日市南、四日市西、朝明、四日市四郷、
菰野、神戸、白子、石薬師、稲生、亀山、津、津西【単】、津東【単】、久居【単】、
白山、松阪、相可【単】、宇治山田、伊勢、南伊勢（南勢、度会校舎）、志摩、上野、
名張桔梗丘【単】名張西、尾鷲【単】、木本、紀南【単】

四日市農芸（生活文化）、白子（生活創造）、亀山（総合生活）、久居農林（生活デザイン）、
相可（食物調理）、明野（生活教養）

桑名工業、四日市工業、四日市中央工業、津工業、名張西（情報）、松阪工業、
伊勢工業、伊賀白鳳（機械・電子機械・工芸デザイン）【単】、尾鷲（システム工学）【単】

定時制課程

普
通
科

専
門
学
科

総
合
学
科

桑名、北星【単】、神戸、
飯野【単】、亀山、
松阪工業【単】、
伊勢まなび（昼間部）【単】、
上野、名張【単】、尾鷲【単】、
木本【単】

北星（情報ビジネス）【単】、
四日市工業【単】、
伊勢まなび（夜間部：
ものづくり工学）【単】

みえ夢学園【単】

通信制課程

北星【単】、松阪【単】

県立高等学校の教育課程による分類 【平成２４年度入学生】

水産 水産

看護 桑名（衛生看護）

情報 亀山（システムメディア）

福祉 明野（福祉）、伊賀白鳳（ヒューマンサービス）【単】

農業 四日市農芸、久居農林、相可、明野、伊賀白鳳（生物資源・フードシステム）【単】

商業 四日市商業、津商業、白山（情報コミュニケーション）、宇治山田商業、松阪商業【単】、
伊賀白鳳（経営）【単】、尾鷲（情報ビジネス）【単】

その他
桑名（理数）、川越（国際文理）、神戸（理数）、稲生（体育）、
飯野（英語コミュニケーション・応用デザイン）、津西（国際科学）【単】、松阪（理数）、
松阪商業（国際教養）【単】、上野（理数）、名張西（英語）

総合学科 いなべ総合学園、飯南、昴学園、鳥羽、あけぼの学園、名張、木本 【すべて単位制】

普
通
科

※【単】は単位制



三重県中学校卒業者の推移と予測　　　(平成２３年５月）
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H 20.3 H 21.3 H 22.3 H 23.3 H 24.3 H 25.3 H 26.3 H 27.3 H 28.3 H 29.3 H 30.3 H 31.3 H 32.3

             卒業 卒業 卒業 卒業 現中3 現中２ 現中１ 現小６ 現小５ 現小４ 現小３ 現小２ 現小１
卒業者数 2,260 2,153 2,229 2,160 2,169 2,139 2,236 2,246 2,183 2,142 2,054 2,081 1,986

桑名 前年度対比 -107 76 -69 9 -30 97 10 -63 -41 -88 27 -95
H23.3対比 9 -21 76 86 23 -18 -106 -79 -174
卒業者数 3,697 3,796 3,762 3,753 3,750 3,914 3,931 3,744 3,835 3,822 3,842 3,642 3,542

四日市 前年度対比 99 -34 -9 -3 164 17 -187 91 -13 20 -200 -100
H23.3対比 -3 161 178 -9 82 69 89 -111 -211
卒業者数 5,957 5,949 5,991 5,913 5,919 6,053 6,167 5,990 6,018 5,964 5,896 5,723 5,528

小計 前年度対比 -8 42 -78 6 134 114 -177 28 -54 -68 -173 -195
H23.3対比 6 140 254 77 105 51 -17 -190 -385
卒業者数 2,241 2,419 2,456 2,360 2,504 2,486 2,659 2,570 2,645 2,489 2,496 2,461 2,410

鈴鹿 前年度対比 178 37 -96 144 -18 173 -89 75 -156 7 -35 -51
H23.3対比 144 126 299 210 285 129 136 101 50
卒業者数 2,874 2,777 2,987 2,775 2,876 2,763 2,787 2,728 2,670 2,642 2,688 2,630 2,678

津 前年度対比 -97 210 -212 101 -113 24 -59 -58 -28 46 -58 48
H23.3対比 101 -12 12 -47 -105 -133 -87 -145 -97
卒業者数 1,794 1,724 1,742 1,673 1,636 1,620 1,597 1,443 1,555 1,507 1,510 1,452 1,436

伊賀 前年度対比 -70 18 -69 -37 -16 -23 -154 112 -48 3 -58 -16
H23.3対比 -37 -53 -76 -230 -118 -166 -163 -221 -237
卒業者数 6,909 6,920 7,185 6,808 7,016 6,869 7,043 6,741 6,870 6,638 6,694 6,543 6,524

小計 前年度対比 11 265 -377 208 -147 174 -302 129 -232 56 -151 -19
H23.3対比 208 61 235 -67 62 -170 -114 -265 -284
卒業者数 2,093 2,013 1,962 1,962 1,978 2,058 2,006 1,972 2,003 1,979 1,999 1,910 1,926

松阪 前年度対比 -80 -51 0 16 80 -52 -34 31 -24 20 -89 16
H23.3対比 16 96 44 10 41 17 37 -52 -36
卒業者数 2,695 2,555 2,704 2,508 2,565 2,454 2,394 2,308 2,303 2,273 2,211 2,094 2,006

伊勢 前年度対比 -140 149 -196 57 -111 -60 -86 -5 -30 -62 -117 -88
H23.3対比 57 -54 -114 -200 -205 -235 -297 -414 -502
卒業者数 350 367 371 360 358 325 312 341 292 283 283 249 229

尾鷲 前年度対比 17 4 -11 -2 -33 -13 29 -49 -9 0 -34 -20
H23.3対比 -2 -35 -48 -19 -68 -77 -77 -111 -131
卒業者数 388 422 395 399 379 369 379 347 365 343 333 300 261

熊野 前年度対比 34 -27 4 -20 -10 10 -32 18 -22 -10 -33 -39
H23.3対比 -20 -30 -20 -52 -34 -56 -66 -99 -138
卒業者数 5,526 5,357 5,432 5,229 5,280 5,206 5,091 4,968 4,963 4,878 4,826 4,553 4,422

小計 前年度対比 -169 75 -203 51 -74 -115 -123 -5 -85 -52 -273 -131
H23.3対比 51 -23 -138 -261 -266 -351 -403 -676 -807
卒業者数 18,392 18,226 18,608 17,950 18,215 18,128 18,301 17,699 17,851 17,480 17,416 16,819 16,474

前年度対比 -166 382 -658 265 -87 173 -602 152 -371 -64 -597 -345
H23.3対比 265 178 351 -251 -99 -470 -534 -1,131 -1,476

県内
合計

４　三重県　中学校卒業者の推移と予測（含社会増）
平成23年5月1日 教育改革室調べ



《資料　２》

頁 行

① 全般 全般

② 2 21

③ 5 12

④ 5 27

⑤ 7 30

⑥ 8 32

⑦ 8 32

⑧ １１
１６

２３
２９

⑨ 13 13

⑩ 18 18

⑪ 20 34

「職業学科」「専門学科」「拠点校」「拠点」などの用語を統一することや、誰が読んでも同じ理解となる
ように文章表現を精査してほしい。

新入社員の研修を通じて感じる事は、挨拶等当たり前のことを十分にできていないことがあるので、人材育
成の中で取り組んでほしい。

「教員の資質の向上」だけではなく、管理職のリーダーシップについての記述も必要ではないか。

「教員の資質の向上」では、何に取り組むかをイメージしやすいよう、コーチングの考え方を取り入れては
どうか

ア：日本の農業は弱いイメージがあるが、生産額からみると5本の指に入る力を持っていることから、将来性
のある産業であると思う。そこで農業に関する学科についても、大学への進学や高度な内容への対応など、
将来に大きな夢を持つような人材を育てるような教育内容を盛り込んでほしい。
イ：産業の可能性を認識して、生徒に対して「夢のある未来があること」を持たせられるような教育をして
欲しい。
ウ：地域ごとの活性化の部分で、農業に係る活性化策の記載がない。
エ：食の自給率など農業は抱える問題は多いので、教育の計画においても戦略的な内容が書かれていてもよ
いのではないか。

現状と課題欄に「農業の持つ魅力や可能性及び」を追記いたしたい。
教育内容に係るご要望については、実際の取組において、参考にさせていただき、取り組んでいきたい。ま
た、高校の活性化については、「５．学科等のあり方」に基づいて取り組むが、地域別の具体的施策の中で
示す高校については、さらに活性化を図る必要がある高校について特記している。（全ての高校について記
載をしていない。）ちなみに、農業については、久居農林、明野高校のついての記載をしている。

伊賀地域については、記述されている内容が地域にうまく伝わるように取り組んでほしい。

７頁の最後の行に関係者の意見を十分に聴く旨を追記いたしたい。

８頁最後の行の「専門職として」の後に「生徒の学ぶ意欲を積極的に引き出すためには、」を追記いたした
い。

８頁の最後の行の「また、教員が」の後に「学校等を適切にマネジメントするとともに」を追記いたした
い。

厳しい財政事情であるが、学校の活性化につながるよう、取り組んでいきたい。
４（１）キャリア教育の充実の中で、「各学校でキャリア教育の取組の中核に位置づけているインターン
シップは・・・」という表現があり、県として推進する方向を示しているにも関わらず、現場への予算は厳
しい状況である。マンネリ化はいけないが、重要な取組は毎年度継続していくことが重要と思う。

入学者選抜制度については、「選抜制度の改定も視野に入れ」と記述しているが、保護者の関心が高いの
で、表現を慎重に検討して ほしい。

ア：先進的な理数教育や英語教育の取組において、「コア教員の養成」を述べているが、現場の教員からみ
ると特定の教員にのみ負担が集中する印象がある。表現の工夫（例えば「教員研修を充実する」など）がで
きないか。
イ：「コア教員」についての定義がなされていないので、用語として説明する必要ではないか。

「コア教員」という表現を改め、「教科指導の中核となる教員」と修正いたしたい。

第１回第２分科会で出された意見等

●「職業学科」は「職業系専門学科」に修正する。
●「拠点校」「拠点化」は「再編活性化第一次実施計画」にある学科の統合に向けた用語として整理し、そ
の他（外国人教育）については「拠点」「拠点となる学校」という表現とする。

地域協議会等地域の方に対する丁寧な説明を引き続き行っていきたい。また、伊勢志摩地域の記載の仕方と
合わせ、昨年度協議会で話し合った内容を踏まえ、平成２４年度に県として取り組む内容について明記する
こととし、今後の対応策欄の一部を修正いたしたい。

生徒の社会性・職業的に自立した人材の育成の中で取り組んでいきたい。

ア：水産に関する学科について、地域別の高校配置の記述と連動して 「地域全体における高等学校配置の視
点も踏まえて検討します」という表現になっているが、他の学科と同じように、前向きな表現にしてほし
い。
イ：この最後の文章は必要があるのか。現実はわかるが、活性化計画なので、将来の明るい展望が見えるよ
うな記述にしてはどうか。
ウ：海に囲まれた地の利を生かした活性化策を講じてほしい。
エ：水産に関する学科の配置に係る部分は、現状と課題の方に書いてはどうか。

今後の対応策欄の最後に記述していた 「水産高校の今後のあり方」については削除し、現状と課題欄に定員
に係る現状を追記いたしたい。

対応案
意見・提案に対応する

計画案の該当箇所

石薬師高校と杉の子特別支援学校石薬師分校について、同じ敷地内に二つの学校の生徒が学ぶことで課題が
生じているという書き方をしているが、互いに交流することから活性化するという議論を経てきているの
で、そのことを踏まえた記述とするべきである。

委員の指摘を踏まえて今後の対応策欄を修正いたしたい。

第１回第２分科会で出された意見等及びその対応について



　

　　　　　　　　

検討項目

①計画の趣旨

　教育振興ビジョンに基づき、県立高等学校の適正規模・適正配置の計画的な推進により、魅力
ある教育環境の整備を図る。

　三重県教育ビジョンに基づき、県立高等学校がこれからも多様で活力ある教育活動を行い、社会性を育
む場であり続けられるよう、活性化、適正規模・適正配置を計画的に推進し、魅力ある教育環境の整備を
図る。

②計画の期間
　平成１４年度～平成２３年度の約１０年間 　およそ１０年間を見据えた上での５年間（平成２４年度～平成２８年度）

③計画の性格

　平成１４年度を初年度と捉え、約10年間の県立高等学校の適正規模・適正配置にかかる基本
的な考え方を示す。また、基本計画を確実に実行していくため、実施計画を策定し、地域の特性
を踏まえ、県全域を６地域程度に区分して、地域ごとに３年から５年間程度を見通し推進する。

　平成２４年度から、５年間の県立高等学校の活性化、適正規模・適正配置にかかる基本的な方向性及
び具体策を示す。また、同時に、地域の特性を踏まえ、県全域を７地域程度に区分して、地域ごとに推進
する。

④策定に係る
　現状と課題

①　生徒の学習ニーズの変化への対応
　教育振興ビジョンの実現には、子どもたち一人ひとりの多様な個性や適性に合わせた教育を目
指す必要があり、学科の設置や入学定員策定などに反映することが不可欠である。さらに、新し
いタイプの高等学校（昴学園、みえ夢学園、あけぼの学園、いなべ総合学園など）の設置などの
教育改革を推進し、学習ニーズを積極的に変えていく施策を進めていく必要がある。
②　少子化とその対応
　長期的な観点を踏まえて、弾力性のある計画の策定と推進を行うことが必要である。また、東
紀州の将来的な予測や度会郡内の現状には早急に対応する必要がある。
③　時代の転換期とその対応
　変化に対して的確に応え、学習者の視点で進めるためには、子どもたちのいる学校現場から改
革を進めることが必要である。また、こうした学校活性化の成果を、学校評価など「開かれた学校
づくり」の中で検証しつつ、再編活性化基本計画を推進することが必要である。

　県内の中学校卒業者の高等学校等進学率は９８．５％（平成22年度卒業者）に達しており、高等学校は
義務教育に近い側面もある。こうした中、県立高等学校卒業生（全日制・定時制）の約３割（3，878人）が就
職しており、高校は生徒を実社会へ送り出す役割も担っている。このことから、高校教育は、すべての生
徒に対して社会性を育むとともに、一定の水準の学力を身に付けさせることが求められている。さらに、高
校教育に対するニーズが多様化しており、それに応える教育の実現も求められている。
①学力の定着・育成
   経済社会構造の変化やグローバル化の進展等子どもたちを取り巻く社会状況は大きく変動している。
子どもたち自身がこれからの激動の時代を主体的、創造的に生きるとともに、社会に参画し、その発展を
支え、他者とともに人生を豊かなものにすることができるよう、子どもたちの「学力」を育んでいくことが高校
教育における最も重要な課題である。
②社会的・職業的に自立した人材の育成
　 若者の勤労観・職業観の希薄化や早期離職、非正規雇用が増加している。子どもたちが望ましい勤労
観・職業観や主体的に進路を選択する能力を身につけ、将来、自立した社会人として人生設計し、積極的
に社会参画できるよう、すべての高等学校でキャリア教育の充実が求められている。
③地域の特性を踏まえた高校教育のあり方
　 今後、中学校卒業者数の減少は続き、平成29年3月までに約500人、平成32年3月までに約1，000人減
少することが予想されている。中学校卒業者数の推移は地域によって大きな差があり、一時的に増加傾
向のある地域と減少傾向が大きい地域がある。中学校卒業者数の減少傾向が大きい地域では、今後も
高校が一定の規模を保つ中で多様で活力ある教育活動を行い、子どもたちの社会性を育む場であり続け
ることが必要である。
④多様なニーズに応える教育の実現
　 高等学校で求められる教育内容は「高等教育を受ける基礎として必要な教育」、「就職等に必要な専門
教育」、「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教育」など様々 で、ニーズの多様化が進
んでいる。このため、高等学校においては、生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じた教育の
実現が必要である。また、発達障がいなど特別な支援の必要な生徒や外国人生徒が増加しており、その
生徒たちが安心して効果的に学習できるようにするため、今後、必要に応じて個別の指導・支援の場を設
ける等の教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行う必要がある。

⑤計画の基本的な考え方

①　教育振興ビジョン：少子化を教育の環境、条件、内容面における質的向上を図るチャンスと捉
え、高等学校の適正規模・適正配置を推進し、学校の魅力化・特色化をより一層進めることによ
り、学校の主体である子どもたち一人ひとりを尊重した教育を充実する。
②　教育改革の推進：各学校の特色づくり（総合学科、中高一貫教育校、単位制高校を設置した
り、学校間連携等の取組を充実するなど）を推進することにより、これまでの成果等を踏まえ、地
域等の実態に応じて、教育改革のより一層の推進を図る。
③　技術革新：ＩＴなどの技術の進歩を十分に活用し、学校間や学校と地域社会との関係を密に
するとともに、国際化や情報化に対応した学習内容を整える。

①三重県教育ビジョン・みえ県民力ビジョンの推進
　三重県教育ビジョンとみえ県民力ビジョンでは、全ての子どもたちが個性と能力に応じて、学力と社会へ
の参画力、豊かな心を身につけることを通して、自立する力や共に生きる力を育むことができるよう、多様
な主体の総力を結集し、県民総参加による教育の充実を図ることとした。このことを踏まえ、今後５年間の
県立高等学校のあり方についての考え方を示すとともに、社会や教育をとりまく状況の変化に対応しなが
ら、必要に応じて見直しも行う。
②教育の質の保証、教育内容の充実
　高等学校は実社会等に生徒を送り出す役割を踏まえ、特別な支援の必要な生徒や外国人生徒を含む、
すべての子どもたちに社会の一員として必要な基礎的基本的な学力を確実に定着させるなど、教育の質
の保証を図る。その際、小規模校が後期中等教育の役割を果たせるかどうかも検討していく必要がある。
さらに、社会の変化や生徒の学習ニーズに対応し、教科・科目の選択幅の拡大など教育課程の一層の弾
力化や学科改編を行うとともに、大学等の研究・教育機関との連携などを通して教育内容の一層の充実
を図る。
③人材育成（国際的人材、地域的人材）の推進
　自立した社会人として、自らの人生を設計し、積極的に社会参画できる人材、郷土への愛着と地域の存
続・発展を支える社会意識をもった郷土の未来を担う人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝
え、主体的に行動する能力や態度を身につけた人材等、多様な人材育成という観点から、高校の活性化
を推進する。

現計画（基本計画）の内容 今後の対応策（案）

　　　県立高等学校の活性化について

Ａ．基本的な考え方
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検討項目

①学校、学科の枠を超えた活性化

ａ．社会の変化・ニーズに
　　　　対応した活性化の取組

●子どもたちのチャレンジ精神を培うため
に、学校間連携やインターンシップ制、ボラ
ンティア活動の単位認定や、学校外における
学習機会が得られるような方策を推進する。
●単位制などを導入して子どもたちの内的
な動機付けによる学習が進むような方策を
一層推進する。

◆高校生がインターンシップを卒業までに体験
する割合が２４．６％（平成２２年度卒業生）であ
る。
◆県内５校（桑名工業、四日市中央工業、久居
農林、白山、紀南）において、日本版デュアルシ
ステムを実施している。
◆文部科学省から指定を受け、スーパーサイエ
ンスハイスクール（ＳＳＨ）やスーパー・イングリッ
シュ・ランゲージ・ハイスクール（ＳＥＬＨｉ）、目指
せスペシャリストなど教科における特色ある取組
を行っている。
《三重県立高等学校の指定状況》
・ＳＳＨ：平成15年度～平成23年度　延べ4校
・ＳＥＬＨｉ：平成14年度～平成20年度　延べ3校
・目指せスペシャリスト：平成15年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　～平成17年度　1校

Ａ　各学校において、キャリア教育プログラム（指
導計画）を策定し、組織的に取り組むことが十分
にできていない。また、インターンシップの内容
や参加状況が十分でない。
Ｂ　社会のグローバル化に対応するため、英語
によるコミュニケーション力や語学力を身につけ
た国際社会で活躍できる人材の育成が十分で
ない。
Ｃ　生徒の理数離れが進み、日本の科学技術の
開発・発展を担える人材育成が十分でない。
Ｄ　職業教育における技能・技術の継承が求め
られているが、大学・企業との連携が進まない
現状がある。また、生徒に対する指導が個々 の
教員の力量任せとなっている現状があり、組織
的な取組となっていない。

ｂ．単位制

●　各学校が推進する特色ある教育活動
や、カリキュラム編成を推進するため、将来
全ての普通科に単位制の導入することも視
野に入れて改革を進める。

◆　現在、全日制で１６校、定時制で６校に単位
制を導入している。

Ａ　生徒が科目選択を行うにあたり、計画的かつ
綿密な進路ガイダンスを行うことができるよう、
体制を点検する必要がある。
Ｂ　単位制の導入趣旨が生かされているか検証
する必要がある。

ｃ．中高一貫教育校

●　通学可能な地域に１校以上の中高一貫
教育校を設置するよう、地域における積極的
な研究を進める。
●　併設型については、平成１５年度を目途
に、北勢、中勢、南勢の各地域に１校ずつ設
置していくことが必要という提言を受け止め
て、積極的な研究を進める。

◆　県内３地域（白山、飯南、南勢）で連携型中
高一貫教育を実施している。
◆　併設型中高一貫教育校、中等教育学校の
設置については、中高一貫教育推進会議にお
いて検討している。

Ａ　連携型中高一貫教育については、当該地域
の少子化が進行しており、連携中学校から連携
高校への進学率が伸び悩んでいることから、成
果の検証を行う必要がある。また、地域との連
携強化、教育課程の工夫・改善など取組の充実
をはかる必要がある。
Ｂ　併設型中高一貫教育校、中等教育学校の設
置については、理念や課題を明らかにしつつ、
県内各地域の状況も踏まえて幅広く県民の意見
を十分に聴きながら検討する必要がある。

ｄ.学校関係者評価

●　各学校は、それぞれの特色づくりを推進
し、学校の自己評価に基づく開かれた学校
を目指す。

◆　自己評価の実施と公表の義務化について
は、平成13年度から実施している。また、学校関
係者評価については、平成19年度から平成22
年度にかけて「学校評価システム構築事業」に
おいて、実施に向けての実践的な研究を行っ
た。
（平成23年9月現在において、県立高校58校中
43校において試行的に実施）

Ａ　自己評価については、評価項目が網羅的で
あったり、抽象的であったりする事例が見られ、
具体的な改善につながらないケースがある。学
校関係者評価については、評価自体が目的化
し、改善につながらない事例が見られる。学校
評議員、学校関係者評価委員等の役割が未整
理である。

②各学科の活性化

ａ．普通科

●　普通科高校における個性化・特色化の
推進を図るとともに、学校間連携を積極的に
推進する。
●　カリキュラム編成、授業公開、自己評価
を積極的に支援する。
●　各高等学校の選択で、単位制、二学期
制、学期ごとの単位認定及び後期入学等の
制度を導入する。
●　普通科の総合学科への改編や、将来全
ての普通科を単位制とすることも視野に入れ
た改革を推進する。

◆　県立高校全日制５６校のうち３３校に設置さ
れており、高等学校生徒の５６．６％が普通科に
在籍している。（平成２３年５月１日現在）
◆　普通科高校は、進路別に分けると、ほぼ全
員が大学への進学を希望する高等学校、比較
的進学希望者の多い高等学校、就職希望者が
多い高等学校の３つのタイプに分けられる。
◆　生徒のほぼ全員が大学進学を希望する高
等学校は７～９学級の大規模校であり、進学に
対応した授業が行われている。
　また、６～８学級規模の学校の中には、大学進
学希望者が比較的多いが、専修学校への進学
や就職も進路状況の一定割合を占める学校が
ある。
　一方、生徒の進路希望が就職中心の学校は
例外もあるが小規模な学校であることが多く、就
職や卒業後に向けた基礎学力の向上に向けた
取組が必要とされている。

Ａ　より高度な内容の学習を行うとともに、目前
の入試等に縛られない長期的な視野に立った
「志」を育成する必要がある。
Ｂ　各学校の進路状況等を踏まえ、幅広い進路
希望に対応した指導体制を整え、キャリア教育
をはじめ、生徒一人ひとりの目標達成に向けた
支援を充実させる必要がある。
Ｃ　義務教育段階の学び直しも含めた基礎学力
の育成定着に向けた研究と実践を行う必要があ
る。
Ｄ　専門学科の卒業生に比べて、普通科は新規
高校卒業就職者のうち３年以内の離職率が高
い。

◎　「高等教育」との繋がりを重視した教育を推進するために　「高大連携」を一層図
るとともに、発展的な内容の効果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認
する機会を持つ。　→Ａ
◎　進学にも就職にも対応した効果的な類型の設定や習熟度別学習を進めるととも
に、就業体験活動、ボランティア活動などを積極的に取り入れ、生徒が自分自身の適
性や役割を理解することができるよう、望ましい勤労観・職業観を醸成する。　→Ｂ
◎　義務教育段階の学習の学び直しのための学校設定科目開設や、授業の１単位
時間の弾力的運用、評価方法の改善などにより、生徒のやる気を引き出し成就感・達
成感を実感させながら、基礎学力の育成定着を図る。また、職業科目を教育課程に
位置付けるなど就職希望の生徒に対する指導方法について研究を行う。　→Ｃ
◎　就職希望者が多い学校においては、関係機関と連携し、就職対策や早期離職防
止策を充実させる。→Ｄ

現計画（基本計画）の内容 現　　状
※　詳細は「資料２」参照 課　　題 今後の対応策（案）　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

◎　生徒が自らの進路希望を意識して適切な科目選択ができるように、これまで以上
にガイダンス機能を強化するとともに、各年次においてキャリア教育を更に充実する。
また、学校や地域の特色に応じた科目を開設するなど、教育内容の一層の充実を図
る。→Ａ
◎　実態把握を行い、単位制の長所が生かしきれていない学校については単位制の
あり方について検討を行う。→Ｂ

◎　生徒が社会的・職業的自立に必要な知識・態度を身につけられるよう、キャリア教
育モデルプログラム（指導計画）を開発し、各高校に普及することにより、各高校が組
織的・体系的にキャリア教育に取り組む。また、インターンシップ等職業を体感する活
動に参加する生徒の増加を図り、その実施内容の充実を図る。→Ａ
◎　先進的な英語教育を推進するため、地域の中核的拠点校を形成し、生徒の英語
プレゼンテーション能力等の育成、コア教員の養成、地域における小中高継続型英語
教育モデルの構築を行う。→Ｂ
◎　先進的な理数教育を推進するため、地域の中核的拠点校を形成し、探求活動を
通した課題解決能力やプレゼンテーション能力の育成、地域の校種を超えた理数教
育のネットワークの構築、教員の先端的科学技術の向上などを行う。→Ｃ
◎　専門高校を中心に、大学や企業と連携し、より高度な技術の習得、難易度の高い
資格取得等を目指す取組や、プロジェクト研究、共同開発に関する指導方法等の研
究を行う。また、大学等での研修により、高度な専門性を有する核となる教員を育成
するとともに、生徒に対する指導が組織的な活動となるよう、教員の意識を改革し、指
導方法を改善するための研修等を実施する。→Ｄ

◎　実態把握を行い、導入趣旨が十分に生かしきれていない学校については、あり方
を見直し、できるだけ早期に方向性を出す。→Ａ
◎　連携型中高一貫教育については、連携先中学校の拡大を検討するなど、地域と
の連携のあり方にかかる研究を進める。→Ａ
◎　併設型中高一貫教育校、中等教育学校の設置については、引き続き県の中高一
貫教育推進会議において、そのあり方や必要性等を含めて検討しできるだけ早期に
方向性を出す。→Ｂ

◎　自己評価については、目標設定を重点化したり評価結果に基づく具体的な改善
方策を立案するなど、その取組を充実させる。学校関係者評価については、評価の
質を高め、実効性のあるものとするため、ガイドラインを作成するととともに委員を対
象とした研修会を開催する。学校評議員、学校関係者評価委員等については、制度
の趣旨を踏まえ、その在り方の見直しを進める。→Ａ

 　　　県立高等学校の活性化について

Ｂ．県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）



　

　

　　　　　　　　
検討項目

現計画（基本計画）の内容 現　　状
※　詳細は「資料２」参照 課　　題 今後の対応策（案）　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

 　　　県立高等学校の活性化について

Ｂ．県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）

ｂ．普通科系専門学科等

◆　科学や数学、英語に興味・関心を持ち、この
方面の学習をより深めたいと希望する生徒を対
象に、理数科、英語関連学科、国際関係学科を
設置している。
◆　体育、美術に興味・関心及び技能を持ち、こ
の方面の学習をより深めたいと希望する生徒を
対象に、体育科、応用デザイン科を設置してい
る。

Ａ　生徒の思考力・判断力・表現力を高めるため
に、より高度な内容を学習する機会の提供や、
実践研究を行う必要がある。
Ｂ　専門性を生かした進路実現につながるよう、
研究と実践を推進する必要がある。
Ｃ　各学科やコースが社会や地域のニーズに対
応できているか、当初の設置目的を含めて、実
態把握が必ずしも十分でない。

《職業系専門学科》

●　２学級以上の規模がある専門学科につ
いても活性化を推進する。（例：専門学科間
の統廃合、各学科の枠を超えた科目選択、
特色あるコースの設置、学校間連携の推進）
●　１学級規模の専門学科の整理統合、
ニーズにあった学科改編を実施する。
●　早急に「くくり募集」を実施するとともに、
将来の学級編制基準のあり方について研究
する。
●　芸術などのこれまで本県にない新しい学
科や特色あるコース等の新設については、
学習者の選択幅の拡大、設置の趣旨に沿っ
た教育効果及び進路保障等の観点を踏ま
え、早急に検討を進める。学科改編について
は11校14学科で実施。

◆　2学級以上の規模のある専門学科について
は、生徒のニーズや社会の変化を踏まえたコー
スを設置するなど活性化を図っている。
◆　各地区に併置されていた１学級規模の専門
学科については、基本的に整理統合を実施し
た。
◆　くくり募集については、桑名工業高校、四日
市農芸高校、伊賀白鳳高校で実施している。学
級編成基準のあり方については、現行法の下で
の運用に止まっている。
◆　平成１５年度亀山高校にシステムメディア科
を、同年伊勢まなび高校にものづくり工学科を、
平成21年度伊賀白鳳高校を総合専門高校（7学
科）として新設した。また、平成23年度に桑名高
校衛生看護分校衛生看護科及び衛生看護専攻
科を桑名高校に移設した。

Ａ　学級の規模を問わず、専門学科について
は、さらなる活性化策が必要である。
Ｂ　整理統合された学科が専門の学びを保証で
きているか、地域のニーズや期待に応えている
かの実態把握が必ずしも十分でない。
Ｃ　くくり募集の意義や成果についての実態把握
が必ずしも十分でない。
Ｄ　学科改編による新学科や新コースの設置
が、社会や経済の変化に対応できているかの実
態把握が必ずしも十分でない。
Ｅ　各専門学科での学習成果を就職に十分生か
しきれていない。
Ｆ　生徒が高度な資格を取得したり、技能・技術
を習得したりするには、教員の専門的技術の向
上が必要である。

c．農業

◆　５校に設置されており、食料生産、食品加
工、園芸・造園などの分野で実験・実習を重視し
た学習を行っている。どの学科も１学級規模で
ある。
◆　進路の状況は約６割が就職である。農業関
係への就職の割合は高くないが、近年その割合
は上昇してきている。（平成１９年度２５．３％→
平成２３年度４４．４％）
◆　農業教育を通した人づくりを担っており、地
元企業への就職率が高い。

Ａ　学習内容が地域や中学生に十分浸透してい
ないため、学科の魅力を十分にアピールできて
いない。
Ｂ　地域の農業を担う意欲のある生徒の確保と
育成に課題がある。
Ｃ　農業の専門性をいかした就職先を確保する
には、教育現場だけでは限界がある。

d．工業

◆　全日制９校、定時制２校に設置されており、
機械、電気、建築などの分野で実験・実習を重
視した学習を行っている。
◆　桑名工業高校ではデュアルシステム（企業
による実習訓練とそれに関連した学校における
授業を並行的に実施する職業訓練のシステム）
に取り組んでいる。
◆　進路の状況は７割以上が就職であり、その
８３％が三重県内に就職している。就業している
業種は「製造・製作」が約７３％と最も多く、次い
で「専門的・技術的職業」が約１３％となってい
る。（平成２２年度卒業者）

Ａ　工業学科の専門性を生かして進学できる体
制が構築できていない。
Ｂ　生徒が高度な資格を取得したり、技能・技術
を習得したりするには、教員の専門的技術の向
上が必要である。（Ｐ２職業系専門学科欄　課題
Ｆ再掲）
Ｃ　コミュニケーション能力の育成が十分でない
ため、進路選択の幅をせばめている。

e．商業

◆　全日制７校、定時制１校に設置されており、
簿記や情報処理等のビジネススキルの習得に
加え、近年は商品開発や販売促進の分野にも
取り組んでいる。
◆　進路の状況は約半数が就職しており、その
うち９割近くが三重県内に就職している。就業し
ている業種は約４０％が「事務職」であり、「販
売」約９％、「サービス」約１４％となっているが、
生産工程への就業も約３０％を占めている。（平
成２２年度卒業者）

Ａ　地域の企業が要望する職種・業種の実態把
握などが不足していることから、就職を希望する
生徒の職種と求人のミスマッチが生じている。
Ｂ　ビジネス現場で活用できる企画力・提案力の
育成が不十分である。

◎　大学等と連携し、科学技術を担う人材や英語で発信できるグローバル人材を育
成する。また、そのための高度な指導力をもったコア教員の育成等をめざして研究を
進める。　→Ａ
◎　生徒の主体的な学習や体験活動の充実とともに、生徒の進路希望に対応した教
育課程編成の一層の充実を図る。　→Ｂ
◎　実態把握を行い、設置目的を十分に発揮できていない専門学科やコースについ
ては、志願倍率等を検証しつつ見直しを行う。→Ｃ

◎　生徒が主体となった公開講座や出前授業、ボランティア活動等の地域貢献活動
を推進する。→Ａ
◎　生産学科と流通学科等異なる学科が共同して研究を行ったり、商業高校との連
携など学校の枠を越えた学びを実践する。→Ａ
◎　地元への定着率が高いことから、産業現場等における長期間の実習、特産品の
生産・加工に関する共同研究、商品やサービスの企画・提案等、産業振興・地域活性
化に向けた実践的な教育を推進する。→Ａ・Ｂ・Ｃ
◎　県の農業施策（担い手育成、耕作放棄地対策等）と連携した取組を強化する。→
Ｂ・Ｃ

◎上級学校への進路実現のための進路ガイダンス等の充実により、生徒の目的意
識を明確化するとともに、専門性を一層向上するための指導体制を構築する。→Ａ
◎　海外での生産活動や国際的な取引など経済社会のグローバル化に対応した教
育を推進する。→Ｃ
◎　大学、専門学校、企業、高度な技術を有した職人等との連携により、教員が専門
的技術を習得し指導力向上を図る。（Ｐ２職業系専門学科欄　対応再掲）→Ａ・Ｂ
◎　学習成果発表会やデュアルシステムの実施等キャリア教育の実践を通じて、表
現力・コミュニケーション能力を育む教育を推進する。→Ａ・Ｃ

◎　企業の人材ニーズ調査や卒業生に対するアンケートを行い、教育内容を見直す
とともに、商業学科の今後のあり方について検討をする。→Ａ・Ｂ
◎　３年間で全ての生徒がインターンシップやジョブシャドウを実施し、生産工程を含
めた職種を体験する。→Ａ
◎　ビジネスの現場で活用できる基礎的な英会話の習得や実際のビジネスシーンを
経験できる研修機会の設定など、経済のグローバル化に対応した取組を推進する。
→Ａ
◎　地域や産業界と連携した商品開発や販売実習等実践的な学習や、地域産業の
振興に関する取組を充実する。→Ａ・Ｂ

◎　専門学科については、常に社会の変化を踏まえつつ、教育内容等を検討する。
（以下の各学科の活性化策を参照）→Ａ
◎　実態把握を行い、特に少子化が進行する地域においては、今後も生徒や社会の
ニーズを踏まえ、1学級規模の専門学科のあり方について検討を進める。→Ｂ
◎　くくり募集については、実施校において、検証に係る調査を実施し、その結果を今
後の導入の有無の参考にする。→Ｃ
◎　卒業生の動向について実態調査を行うとともに、産業界からのヒアリング等によ
り、専門教育への期待やニーズを把握し教育内容へ反映する。→Ｄ
◎　地域企業等との連携を深め、学習した知識・技能を生かせる研修機関や就職先
を確保する。→Ｅ
◎　大学、専門学校、企業、高度な技術を有した職人等との連携により、教員が専門
的技術を習得し指導力向上を図る。→Ｆ



　

　

　　　　　　　　
検討項目

現計画（基本計画）の内容 現　　状
※　詳細は「資料２」参照 課　　題 今後の対応策（案）　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

 　　　県立高等学校の活性化について

Ｂ．県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）

f．水産

◆　水産高校に海洋、水産製造・増殖、機関の３
つの学科が置かれ、海洋漁業、海洋工学、水産
食品等に関する教育を進めている。また、漁業
と機関の２つの専攻科が置かれ、専門教育を推
進している。
◆　進路の状況は約６５％が就職であり、そのう
ち４４％が水産・海運関連の産業に就業してい
る。（平成２２年度卒業者）

Ａ　志願者数を確保できていない。
Ｂ　水産の専門性を生かした就職先の確保が十
分にできておらず、水産学科の存在意義が十分
に発揮できていない。

g．家庭

◆　６校に設置されており、食物や服飾などの
コースを設置して専門的な知識や技術の習得を
はかっている。特に相可高校食物調理科では地
域と積極的に連携をはかりながらスペシャリスト
の育成を目指す取組が全国的にも注目を集め
ている。
◆　進路の状況は約５割が就職であり、サービ
ス業や製造・加工業への就業が多い（約８９％：
平成２３年３月卒業者）。

Ａ　一部の学校で志願者数が減少している。
Ｂ　生徒が高度な資格を取得したり、技能・技術
を習得したりするには、教員の専門的技術の向
上が必要である。（Ｐ２職業系専門学科欄　課題
Ｆ再掲）

h．看護

◆　桑名高校に衛生看護科として設置されてお
り、平成１４年度入学者から専攻科と合わせて
看護師を養成するための５年一貫教育を実施し
ている。
◆　卒業後の進路は看護師として県内の医療機
関に就職するほか、保健師や助産師を目指して
進学する者もいる。

Ａ　医師講師、実習病院（産婦人科・小児科）の
確保が難しい。
Ｂ　５年一貫教育のさらなる充実が必要である。

i．情報

◆　亀山高校にシステムメディア科（２学級）が
置かれており、コンピュータやネットワークを活
用する能力を身につけ、社会の様々 な分野にお
いて情報のエキスパートとなれる人を育てる教
育を行っている。
◆　進路の状況は、約３５％が大学・短大への
進学、約２０％が専修学校への進学、約４５％が
就職である。情報関連の業種への就職は１名で
あった。（平成２２年度卒業者）

Ａ　情報学科としての設置の趣旨が生かされて
いるか検証をする必要がある。また、専門性を
生かした就職先の確保ができていない。
Ｂ　情報技術の高度化・多様化に対応した人材
を育成しきれていない。

j．福祉

◆　伊賀白鳳高校と明野高校の２校に設置され
ており、介護福祉士受験資格の取得ほか、多様
な福祉サービスに対応できる専門的な知識や技
術を習得するための教育を行っている。
◆　進路の状況については、就職者が全体の約
４割であり、福祉関連の企業等へ多く就職してい
る。また、進学者も福祉関係の専修学校や大学
への進学が多い。

Ａ　介護福祉士養成のための法改正に対応し
た、実習先の確保、授業時間数の確保、教員要
件を満たす教員の確保が難しい。

ｋ．総合学科

●　地域における教育ニーズに応じて整備
する。その際、通学環境や地域の実態を踏
まえ、既存施設の利用も視野に入れ、体験
的な学習の場を自校内に持たない連携型の
総合学科も検討する。
●　普通科高校が隣接している地域へ総合
学科を導入することにより、地域の高等学校
全体の特色化を早期に推進する。
●　地域の特色や学校の実態に応じて、総
合学科同様の効果をあげることができる学
校間連携についても、積極的に実現を図る。

◆　県内に８校（全日制７校、定時制１校）を設
置し、自己の適性等に応じた学習や、将来の職
業選択を視野に入れた学習を重視するなどの
特色を生かすため、それぞれ４～８系列を設け
ている。
◆　連携型の総合学科については、その考え方
を取り入れた取組が行われている。
◆　学校間連携の取組は進んでいない。

Ａ　設置の趣旨が生かされているか検証する必
要がある。
B　社会や地域の変化・ニーズに対応する必要
がある。また、基礎学力の定着への取組を行う
必要がある。
Ｃ　総合学科必履修科目「産業社会と人間」を
ベースにキャリア教育のさらなる充実を図る必
要がある。

◎　実態把握を行い、設置の趣旨を生かしきれていない学校については、あり方の検
討を行う。→Ａ
◎　各地域における総合学科としての存在意義を明確にし、地域のニーズや学校の
実態に応じて、系列の見直しを行う。また、義務教育段階の学習の学び直しも含めた
基礎学力の定着を目的として、効果的な授業のあり方や、学校設定科目の内容及び
課外活動のあり方等について研究を行うとともに、学校間での情報交換に努める。→
Ｂ・Ｃ
◎　「産業社会と人間」では、社会的・職業的自立に必要な知識・能力・態度を育成す
るため、体験的な学習の充実や課題対応能力を育成する取組を強化する。→Ｃ
◎総合学科での学習が将来の職業選択につながるよう、チューター制等によりガイダ
ンス機能を強化する。　→Ｃ

◎　関係機関との連携を一層推進し、実習先の確保を図る。また、時間割や教育課
程の工夫により、授業時間の確保に努めるともに、教員要件を満たすための講習会
への参加等を推進する。→Ａ

◎　生徒が主体となった公開講座や出前授業、ボランティア活動等の地域貢献活動
を推進する。→Ａ
◎　海洋学科と水産製造・増殖科等異なる学科と共同して研究を行ったり、食物調理
科等との連携等学校の枠を越えた学びを実践するなどの取組を通じて、水産教育の
魅力等を一層高める。→Ａ
◎　県や市町の水産施策（栽培漁業の推進等）と連携した取組を強化するとともに、
水産関連企業等関係機関との連携のもとに就職先を確保する。→Ｂ
◎　地元水産資源を活用した商品や防災グッズ等の共同研究、サービスの企画・提
案等、産業振興・地域活性化に向けた実践的な教育を推進する。→Ａ・Ｂ

◎　異なる学科が共同して研究を行ったり、学科や学校の枠を越えた学びを実践する
など、学科や学校間の連携を推進する。→Ａ
◎　学校家庭クラブ活動を中心に地域との交流や地域への貢献活動を推進する。→
Ａ
◎　大学、専門学校、企業、高度な技術を有した職人等との連携により、教員が専門
的技術を習得し指導力向上を図る。（Ｐ２職業系専門学科欄　対応再掲）→Ｂ
◎　地元食材を活用した特産品の商品開発に関する学習など生活産業の各分野で
活躍できる企画やマネジメント能力を育成する学習を充実する。→Ａ・Ｂ

◎　保健・医療・福祉等の関係機関や看護大学との連携を推進する。→Ａ
◎　医師講師や臨地実習の病院・施設の確保について関係機関との連携を深める。
→Ａ
◎　知識や技術を統合して学習する統合分野の教育内容を充実する。→Ｂ

◎　進路等の実態把握を行い、設置の趣旨が十分に発揮できているかどうかについ
て検討を行う。→Ａ・Ｂ
◎　大学や専門学校への進学を目指し、関連の大学や専門学校との連携した取組を
推進する。また、関係機関との連携を図り、就職先を確保する。→Ａ
◎　様々 なメディアやソフトウェアを活用した課題解決型の学習を充実する。→Ｂ
◎　コンピュータやネットワークを活用した地域の活性化に貢献する取組を充実する。
→Ａ・Ｂ



　

　　　　　　　　
検討項目

学校規模の適正化

●　県全体の高等学校の適正規模について、原
則として１学年学級数を８学級以下、３学級以上
とする。
●　県全体として高等学校の活力を維持していく
観点から、県全体の県立高等学校１校あたりの
１学年学級数の平均値が６を大きく下回ったり、
上回ったりしないよう努める。

※　下記①、②を参照。 ※　下記①、②を参照。 ◎　今後もこれまでと同様、次の二つの観点から、原則として１学年３学級以上８学級以
下とし、適正規模化を推進する。
　①　子どもたちの学習ニーズに応じた多様な選択科目を開設し、活力ある教育活動が展
開できること。
　②　学校行事等の諸活動が円滑かつ効果的に実施できること。
◎　子どもたちに魅力ある学習環境を整えるとともに、県全体として高等学校の活力を維
持していく観点から、県全体の県立高等学校１校あたりの１学年学級数の平均値が６を大
きく下回ったり、上回ったりしないようにする。

①全日制高校「大規模校」の
　　　適正規模・適正配置

●　原則として１学年８学級規模以下にする。
●　各高等学校ごとの適正規模や周辺の学校
の状況を踏まえつつ、併設学科や併設課程を他
の学校へ移転することやその廃止も視野に入れ
て、各高等学校ごとの特色づくりを推進する。

◆　９学級以上の高校は、平成１３年度には１５校
あったが、平成２３年度現在４校になっている。
◆　大規模普通科校に併設する専門学科について
は、学科の拠点化という視点から専門高校への統
合を進めてきた。

Ａ　引き続き、適正規模化を進めていく
必要がある。

◎　県全体で少子化が進行する中、北勢地域及び中勢地域においては今後一時的に中
学校卒業者数が大きく増加することが見込まれていることから、１学年９学級の学校がし
ばらく継続することになるが、その後は中学校卒業者数の推移を注視しながら、引き続き
大規模校の適正規模化を進める。

今後の対応策（案）
　　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

現計画（基本計画）の内容 現　　状 課　　題

②全日制高校「小規模校」の
　　　適正規模・適正配置

◎　今後も地域全体を視野に入れて、協議会での意見も聴きながら、教育の質的な向上
を図ることで子どもたちに魅力ある教育環境を整備するという観点から、活性化について
検討する。→Ａ・Ｂ
なお、小規模校の適正化方策については、これまでと同様、下記のとおりとする。
　①　１学年２学級以下の高等学校は原則として分校とすることとし、統廃合も視野に入れ
て近隣の学校との再編活性化に係る協議を行う。分校の呼称は「○○校舎」または「○○
校」とする。
　②　分校については、入学者数が募集定員の半数に満たず、その後も増える見込みが
ない場合は、原則として翌年度から募集停止とする。
　③　昴学園高等学校やあけぼの学園高等学校のように１学年２学級の規模を設置のコ
ンセプトの一つとして開校した学校については、改めて設置の意義を検証しつつ、今後の
在り方について検討する。
  ④　１学年３学級以上の学校にあっても、今後の生徒数の減少を見据え、近隣の高等学
校との学校間連携や統廃合など、地域全体の高等学校教育の在り方を検討しつつ、生徒
にとってより魅力ある教育環境を整備するなど、積極的な改革を行う。

Ａ　引き続き、協議会等での意見を聞き
ながら、今後のあり方について、検討を
する必要がある。
Ｂ　特に、伊勢志摩地域、伊賀地域、東
紀州地域では、中学校卒業者数の大幅
な減少が予想されることから、今後のあ
り方について検討をすすめることが急務
である。

◆　地域の協議会での意見を踏まえて再編活性化
を進めてきた。
◆　１学年２学級以下の学校については、再編活性
化実施計画に基づき、統合や募集停止、校舎制の
実施など適正化策を進めてきた。

●　より広く地域全体を視野に入れて、教育の
質的な向上を図ることで、子どもたちに魅力ある
教育環境を整備するという観点から、再編活性
化を検討する。
●　１学年２学級以下の規模を設置のコンセプト
の一つとして開校した学校を除き、１学年２学級
以下となった学校は、統廃合も視野に入れた活
性化の具体的方策を地域社会とともに検討し、
実施計画に示す。

　　　　　県立高等学校の活性化について

Ｃ．県立高等学校の適正規模・適正配置について



　

　　　　　　　　
検討項目

今後の対応策（案）
　　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

現計画（基本計画）の内容 現　　状 課　　題

　　　　　県立高等学校の活性化について

Ｃ．県立高等学校の適正規模・適正配置について

学校配置の適正化

③定時制高校・通信制高校

●　従来の学科の募集停止基準（１学科あたり
の第１学年の在籍者が３年連続して８名未満の
とき、翌年の募集停止を検討する。ただし、その
際、学科の配置状況及び地域の状況を考慮す
るものとする。）は、今後用いないこととし、学習
者に魅力ある教育を提供する観点で、学科の統
合廃止を含めた定時制高校の活性化を進める。
●　「定通ネットワーク」の拠点となる独立校を、
学習ニーズを見定めながら設置する。また、北
勢と南勢の既設独立校を拠点校とすることを視
野に入れて、各高等学校の改革を早急に進める
とともに、伊賀地域への拠点校設置の在り方を
研究する。
●　拠点校整備は、近隣の定時制課程の統合
等も視野に入れ、慎重に検討し進める。
●　通信制課程について、東紀州や伊賀など
に、協力校を設ける。

◆　四日市工業、みえ夢学園、松阪工業、伊勢まな
びで学科改編を行うとともに、外国人生徒の増加等
地域社会の変化に対応するため、神戸高校と亀山
高校を統合し、飯野高校に定時制課程を設置した。
◆　北勢地域では北星高校を拠点として整備した
が、南勢地域については、未実施で、また、伊賀地
域については検討の結果、見送られた。
◆　定通の連携併修のシステムを必要な定時制に
導入している。

Ａ　併設の定時制課程については、教
員数も少なく、開設科目に限界もあるな
ど、生徒の多様なニーズに必ずしも十
分対応できていない。
Ｂ　ますます多様化するニーズに対応す
るため、引き続き定通ネットワークの整
備が必要である。
Ｃ　急増する外国人生徒に対応した日
本語支援、学習支援が必要である。
Ｄ　入学者の少ない地域の併設定時制
についてはあり方を検討する必要があ
る。
Ｅ　通信制の協力校についても引き続き
研究する必要がある。

※定通ネットワーク
　 定時制課程（昼間部、夜間部）及び通
信制課程を置く独立校を拠点とし、周辺
の学校との連携を推進することにより、
拠点校の機能を多く生徒が共有できる
ようにするシステム。
※通信制の協力校
　　通信制高等学校から遠隔地に住む
生徒のために、通信制課程のスクーリ
ング（面接指導）や定期試験を実施する
高等学校。これにより、地理的な制約等
で通信制課程の教育を受けにくい生徒
が、居住地に近い高等学校で受けるこ
とが可能になる。

◎　拠点校化を進め、学習者にとって魅力ある教育を提供する。→Ａ
◎　定時制の高等学校において通信制の高等学校との連携併修のしくみがうまく機能す
るように取り組む。また、拠点校を軸に、教材や指導方法の連携を強化することにより、生
徒の学習の充実や深化を図る。→Ｂ
◎　定時制で学ぶ外国人生徒の学習の充実を図るため、外国人生徒が多く在籍する学校
を拠点に、日本語支援員等の活用、日本語指導に係る教材の共有などの面でネットワー
クづくりを行う。→Ｃ
◎　入学者が少ない夜間定時制高等学校については、活性化方策の検討に加え、中学
生の進路希望状況や地理的配置、地域のニーズ等を踏まえて、統廃合も視野に入れた
検討を行う。→Ｄ
◎　通信制課程では、今後、協力校の設置により、通信制高校の遠隔地に住む生徒が居
住地の近くでスクーリングを受けることができるようにするなど、利便性の向上について検
討する。→Ｅ

※連携併修
　 定時制高校が通信制高校と連携し、自校の生徒にスクーリング等を実施することによ
り、定時制高校の生徒が自校で通信教育を受けることができ、通信制課程で修得した単
位を卒業単位に加えることができるシステム。

④通学区域

●　全ての学科で全県一区としていくことを検討
する。
●　併せて、受験競争の過熱化等の懸念を払拭
するため、普通科における他の通学区域からの
入学を一定の比率以内で校長が認めることがで
きるなどの弾力的運用の実施を検討する。

◆　平成１６年度から、普通科・理数科における通
学区域（北部学区・中部学区・南部学区）を維持しつ
つ、隣接する通学区域の高等学校へ志願できるも
のとした。

特記事項なし ◎　引き続き現行制度を継続する。

⑤公私比率

●　今後は県立高等学校の役割を踏まえ、学習
者に多様な選択を保障する観点から、学習者の
将来の可能性を狭めないよう考慮しつつ、公私
がそれぞれ独自に定員を策定する。

◆　平成１３年度から、三重県公私立高等学校協議
会において、公立と私立が独自に募集定員案を提
示して、協議し、募集定員を策定している。その結
果、公立と私立がそれぞれの役割を踏まえ、入学者
等の実績も踏まえた適切な募集定数を策定してい
る。

Ａ　少子化傾向が続く中で、公教育を担
う公立と私立が生徒や保護者のニーズ
に対応した適切な募集定数を策定でき
るよう、今後も協議を続ける必要があ
る。

◎　引き続き現行制度を継続し、生徒や保護者のニーズに対応した募集定員の策定とな
るよう、公私立高等学校協議会で協議を行う。

⑥高等学校入学者選抜等制度

●　高等学校の特色づくりの観点から、入学者
選抜制度の改善を一層推進する。（例：入学者
選抜を学習の契機としないような教育システム
を導入。全ての学校、学科でその特色に応じて
学力検査を用いない選抜を行う。）

◆　中学生の多様な関心や目的意識と、各高等学
校の特色に対応したわかりやすい入学者選抜を実
施することを趣旨に、平成２０年度入学者選抜か
ら、各高等学校の学科・コースの特色に応じて実施
する前期選抜と、県立高等学校共通の学力検査等
による後期選抜の２つの選抜を基本とする制度によ
り実施している。

Ａ　中学生が主体的に進路選択できる
よう、中学校から高等学校への一層適
切な接続を図っていく必要がある。
Ｂ　高校教育の質の確保と入学者選抜
制度との関連について、慎重に検討す
る必要がある。

◎　中学生の主体的な進路選択と高校の特色ある学校づくりが連動するよう、体験入学
等様々 な取組を通じて、中学校・高校の連携によるキャリア教育を充実させる。→Ａ
◎　前期選抜・後期選抜を中心とした現行の入学者選抜制度について、生徒が主体的に
高校を選択し、学力が育まれているか等の観点から制度を検証し、より適正な選抜方法と
なるよう改善を図る。→Ｂ



　

　　　　　　　　
検討項目

今後の対応策（案）
　　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

現計画（基本計画）の内容 現　　状 課　　題

　　　　　県立高等学校の活性化について

Ｃ．県立高等学校の適正規模・適正配置について

⑦地域特性を踏まえた計画推進 ●　学校のあり方検討の単位は、地域特性を踏
まえて行う。（学校数が多い地域では学校単位、
学校数が少ない地域では、学校を中心に地域
全体で検討）
●　県は必要な情報を積極的に提供し、各学校
が、保護者や地域とともに開かれた議論をして
いくことを推進する。

◆　学校数が多い地域では学校単位で、学校数が
少ない地域では地域全体を視野に入れた検討をし
ている。
◆　これまでに県内７つの地域（鈴亀、白山・一志、
松阪、伊勢志摩、伊賀、紀北、紀南）と１校におい
て、保護者、学校関係者、地域住民等により構成さ
れる協議会を設置し、再編活性化について協議を
行ってきた。
【地域別の中学校卒業者数の推移】
１　桑員・四日市地域：平成２３年３月の中学校卒業
者数は5,913人であったが、平成２５年３月は四日市
地域、平成２６年３月は桑員地域を中心にそれぞれ
１００人以上増加し、6,150人程度となる見込みであ
る。その後は減少に転じ、平成３０年３月には平成２
３年３月に近い人数に戻るが、さらに減少が加速し
て、平成３２年３月には5,520人程度となる予想であ
る。

Ａ　学校ごと地域ごとの高校のあり方の
検討に加え、県全体のバランスを見通し
た高校のあり方を検討する必要がある。
Ｂ　志願倍率の低い学校、中途退学者
が多い学校など、特色の出しにくい普通
科の魅力化を図る必要がある。
Ｃ　少子化の進行：特に中学校卒業者
数の減少が大きいと予測される伊勢志
摩、伊賀、東紀州の各地域では今後の
減少を単純な募集定員（学級数）の減で
対応することにより、学校が小規模化し
て、活力が低下することが懸念される。
地域の子どもたちが、切磋琢磨しながら
いきいきと学ぶことができ、社会性を育
む教育環境を整えるためには、統廃合
も含めた魅力ある学校づくりをすすめる
必要がある。

《桑員・四日市地域》
◎　生徒の基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある普通科について
は、特別支援が必要な生徒に対して必要に応じて個別の指導・支援の場を設けるなどの
教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行いつつ、義務教育段階の学び直し、体験的
な教育活動等を行うカリキュラムや類型の設置を検討する。
◎　比較的進学の多い普通科においては、生徒の進路希望に対応した効果的な類型の
設定や習熟度別学習を進めるとともに、就業体験活動、ボランティア活動などを積極的に
取り入れ、生徒が自己の適性や役割を理解することができるよう、望ましい勤労観・職業
観を醸成する。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、地域産業の関係者や大学等との連携を進めることにより、より
高度な専門教育を行うとともに、社会の変化に即応できる人材や経済社会のグローバル
化に対応できる人材の育成が図られるよう教育内容を充実し、学科の特色化・魅力化を
進める。
◎　総合学科については、社会的・職業的自立に必要な知識・能力・態度を育成するた
め、体験的な学習の充実や課題対応能力を育成する取組を強化する。また、北勢地域に
おける総合学科としての存在意義を明確にし、地域のニーズや学校の実態に応じて、系
列の見直しを行う。

２　鈴鹿・亀山地域：平成２３年３月の中学校卒業者
数は2,360人であったが、平成２４年３月と平成２６年
３月にそれぞれ１５０人程度増加して、約2,660となる
予測である。その後、増減を繰り返しながら減少し、
平成３２年３月には2,410人程度となる見込みであ
る。

《鈴鹿・亀山地域》
◎　生徒の基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある普通科について
は、特別支援が必要な生徒に対して必要に応じて個別の指導・支援の場を設けるなどの
教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行いつつ、義務教育段階の学び直し、体験的
な教育活動等を行うカリキュラムや類型の設置を検討する。また、環境・スポーツ・地域産
業・異文化理解・医療福祉などの各分野の教育内容等でより一層の特色化・魅力化を図
るため、現在設定している類型・コースの見直しを進める。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、各学科の特色を活かしつつ、地域のニーズに合わせた進路実
現を図るための方策を検討する。
◎　普通科が多く専門学科が少ないことから、学科配置のバランスについて、地域の関係
者の声を聞きながら検討をする。

３　津地域：平成２３年３月の中学校卒業者数は
2,775人であったが、増減を繰り返す中で少しずつ減
少し、平成２８年３月には約100人少ない2,670人程
度となる見込みである。その後は増減があっても大
きな変化はなく、平成３２年３月は2.680人程度の予
測である。

《津地域》
◎　基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある普通科については、教育
環境の整備や教育内容・方法の工夫を行いつつ、義務教育段階の学び直し、体験的な教
育活動等の教育内容や指導方法の一層の充実を図る。
◎　比較的進学の多い普通科においては、進学にも就職にも対応した効果的なカリキュラ
ム・類型・コースの充実を進めるとともに、就業体験活動、ボランティア活動などを積極的
に取り入れ、生徒が自己の適性や役割を理解することができるよう、望ましい勤労観・職
業観を醸成する。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、それぞれの学習分野の拠点校として、地域産業の関係者と連
携し、専門的な知識・技術を持った人材を育成する。
◎　総合学科については、特別支援が必要な生徒や不登校の生徒に対して必要に応じて
個別の指導・支援の場を設けるなどの教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行いつ
つ、地域のニーズや学校の実態に応じて、系列の見直しを行う。



　

　　　　　　　　
検討項目

今後の対応策（案）
　　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

現計画（基本計画）の内容 現　　状 課　　題

　　　　　県立高等学校の活性化について

Ｃ．県立高等学校の適正規模・適正配置について

４　松阪地域：平成２３年３月の中学校卒業者数は
1,962人であったが、平成２５年３月には約80人増加
し、その後２年間の減少で再びほぼ同じ人数に戻る
見込みである。
その後は大きな変動はないが、平成３１年３月に約
50人少ない1,910人程度となる予測である。

《松阪地域》
◎　比較的進学の多い普通科においては、進学にも就職にも対応した効果的なカリキュラ
ムの検討や類型の設置を進めるとともに、就業体験活動、ボランティア活動などを積極的
に取り入れ、生徒が自己の適性や役割を理解することができるよう、望ましい勤労観・職
業観を醸成する。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、地域産業の関係者や大学等との連携を進め、専門的な知識・
技術を持った人材の育成を一層推進するとともに、志願倍率の低い小学科については学
科改編を含め学科の特色化・魅力化を進める。
◎　総合学科については、地域のニーズや学校の実態に応じて、系列の見直しや学校の
あり方について検討を行う。

５　伊勢志摩地域：平成２３年３月の中学校卒業者
数は2,508人であるが、今後減少傾向が続き、平成
２７年３月までに約200人少ない2,300人程度に、平
成３２年３月にはさらに約３００人少ない2,000人程度
となる予測である。

【伊勢志摩地域】
◎　生徒の基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある普通科について
は、特別支援が必要な生徒に対して必要に応じて個別の指導・支援の場を設けるなどの
教育環境の整備や教育内容・方法の工夫を行いつつ、義務教育段階の学び直し、体験的
な教育活動等を行うカリキュラムや類型の設置を検討する。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、地域産業の関係者や大学等との連携を進め、社会の変化に即
応できる人材や経済社会のグローバル化に対応できる人材の育成が図られるよう教育内
容を充実し、学科の特色化・魅力化を進める。
◎　総合学科については、生徒が学ぶ目的意識を明確にできるようガイダンス機能を強化
する。また、就業体験活動、ボランティア活動などを積極的に取り入れ、生徒が自己の適
性や役割を理解するとともに、望ましい勤労観・職業観を醸成し、社会のニーズに対応で
きるよう系列や指導体制の見直しを行う。
◎　今後の中学校卒業者数の大幅な減少に対して、単純に学級数を減じるだけでは学校
としての活力低下につながるおそれがある。したがって、３～４学級規模の南伊勢高校、
鳥羽高校、志摩高校、水産高校については、平成２７年度を目途に、統廃合や分校化を
行うことによって、学習環境を整え、魅力化・活性化をはかる。

６　伊賀地域：平成２３年３月の中学校卒業者数は、
1,673人であったが、平成２７年３月には1,440人程度
となり、約230人の減が見込まれている。翌平成２８
年３月は一旦110人程度増加して、1,550人程度とな
るが、その後は再び減少傾向となり、平成３２年３月
には再び平成２７年３月とほぼ同じ人数となる予測
である。

《伊賀地域》
◎　普通科においては、主体的に学ぶ意欲の育成を目的とした教育内容の改善を図る。
具体的には、生徒の進路希望に対応した効果的な類型の設置、就業体験活動、ボラン
ティア活動などを積極的に取り入れる。
◎　高度な内容の学習を行う普通科においては、将来、社会のリーダーとして積極的に社
会参画できる人材、地球的視野に立って自らの考えを適切に伝え、主体的に行動する能
力や態度を身につけた人材等を育成するため、探究的な学習活動や発展的な内容の効
果的な教育方法について研究し、実践の成果を確認する機会を持つ。
◎　専門学科については、社会の変化に即応できる人材や経済社会のグローバル化に対
応できる人材の育成が図られるよう、デュアルシステムの実施等によるキャリア教育を充
実し、学科の特色化・魅力化を進める。
◎　生徒の基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある総合学科について
は、これまで多様な生徒を受け入れ、自己実現を支援してきた実践を生かし、生徒たちが
それぞれの進路について考えながら、いきいきと学び続けられる学校となるよう、各系列
の教育内容や指導体制の見直しを図る。
◎　生徒の進路希望が多様な総合学科においては、就業体験活動、ボランティア活動な
どを積極的に取り入れ、生徒が自己の適性や役割を理解するとともに、望ましい勤労観・
職業観を醸成するとともに、社会や地域のニーズに対応できるよう各系列や指導体制の
見直しを図る。
◎　今後の中学校卒業者数の大幅な減少に対して、単純に学級数を減じるだけでは学校
としての活力低下につながるおそれがある。したがって、名張桔梗丘高校と名張西高校に
ついては、平成２７年度を目途に統合し、高度な学習内容にも対応する新しい魅力を持つ
活力ある１校として、学校の活性化をはかる。



　

　　　　　　　　
検討項目

今後の対応策（案）
　　※　→の後の記号は対応している「課題」を示す

現計画（基本計画）の内容 現　　状 課　　題

　　　　　県立高等学校の活性化について

Ｃ．県立高等学校の適正規模・適正配置について

７　東紀州地域：紀北地域の平成２３年３月の中学
校卒業者数は、360人であったが、平成２５年３月に
約30人の減少が見込まれている。その後、平成２８
年3月に40人以上、平成３１年3月にも30人以上の
減が予測され、平成３２年3月には平成２３年３月よ
り約130人少ない230人程度となる見込みである。紀
南地域の平成２３年３月の中学校卒業者数は399人
であったが、増減を繰り返す中で平成２７年３月に
約50人少ない350人程度になる見込みである。平成
３１年３月から２年連続30人を超える減少があり、平
成３２年３月には平成２３年３月より130人以上少な
い260人程度となる予測である。

《東紀州地域》
◎　基礎学力の定着や主体的に学ぶ意欲の育成に課題のある普通科については、コミュ
ニティースクールによる地域との連携を継続発展させつつ、義務教育段階の学び直し、体
験的な教育活動等の教育内容や指導方法の一層の充実を図る。
◎　多様な学力を有する生徒が在籍する普通科においては、進学にも就職にも対応した
効果的なカリキュラム・類型・コースの充実を進めるとともに、就業体験活動、ボランティア
活動などを積極的に取り入れ、生徒が自己の適性や役割を理解することができるよう、望
ましい勤労観・職業観を醸成をする。また、早い時期から地域一帯で子どもたちを育てる
体制が必要であることから、小中高の連携を進め、一貫した指導方法の研究実践を進め
る。
◎　専門学科については、地域での専門的な学習のできる学校として、地域産業の関係
者と連携し、地域の担い手となる専門的な知識・技術を持った人材を育成する。
◎　総合学科については、社会的・職業的自立に必要な知識・能力・態度を育成するた
め、体験的な学習の充実や課題対応能力を育成する取組を強化する。また、東紀州地域
における総合学科としての存在意義を明確にし、地域のニーズや学校の実態に応じて、
系列の見直しを行う。
◎　今後、紀南地域においては、中学校卒業者数の大幅な減少があることから、木本高
校と紀南高校の適正規模・適正配置については、小規模校の適正化方策を踏まえなが
ら、地域と連携し検討を進める。なお、紀南高校は、コミュニティ・スクールとして地域と共
にある学校づくりを先進的に実践していることから、1学年2学級の維持が困難となった場
合の地域における高等学校のあり方について、分校化も視野に入れて検討する。



《参考資料　２》

Ａ.基本的な考え方

Ｂ.県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）
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Ｂ.県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）

Ａ.基本的な考え方

Ａ「「基本的考え方」の⑤のところに「小規模校が後期中等教育の役割を果たせるか検討していく」
という記述があるが、県教委は「3学級～8学級」という適正規模についての基準を示しているのだか
ら、この記述は不要ではないか。

次期計画が「高校活性化計画」であるならば、計画の趣旨に「教育の質的向上を図る」という表現を
盛り込んで欲しい。

高校の仕組みだけでなく、生徒の中味を変えていくことも大切ではないか。自ら学びたいという意欲
を引き出し、学ぶ事の楽しさを感じることができるような「教育の質的活性化」が重要である。

資料に書かれている対応策（案）を、しっかりと実践していってほしいと思う。計画期間も５年では
なく、１０年とすべきではないか。

様々な課題を抱えている生徒も全て高校教育をきちんと受けられるよう、小中学校とも連携して体制
を作って欲しい。

多方面にわたって対応策(案)がよく書かれているので、これをしっかりと実現してほしい。

一方で、地域性や経済格差・教育の機会均等の視点からは、県立高校としての果たす役割を考えた対
応も必要である。

●サービス産業と言われる教育であるが、教育に対する多様なニーズの考え方については、公教育と
して本来やらなくてはいけない部分とプラスアルファでやる部分をきちんと整理すべきではないか。
●「義務教育段階での学習内容の確実な定着」は④「多様なニーズ」ではなく①「学力の定着・育
成」でないか

日本には様々な産業があり、求める人材も多種多様である。様々な人材があってこそ、日本の産業が
成り立つことを考えると、夢の実現に向かって努力できる人材を育成する教育が必要である。

活性化とは何を指すかということを改めて考えさせられる。学校現場では、数字で見える成果を追い
求めがちであることから、大学受験結果など目先の問題にとらわれがちである。

ミスマッチの生徒がいるのは現状であるが、一方で専門を生かせる就職先が無い現状がある。

民間の立場から言えば、こうした再編活性化の計画は当然のことであり、ドラスティックに問題提起
を行い、地域と議論することも大切である。

定員が割れている学科のあり方については、産業界と地域の両方のニーズを踏まえて戦略的に検討す
ることが必要である。

適正規模、適正配置の考え方については、具体的であり、次の活性化計画のベースにあたるものとし
て良い。

少子化の現状の中で活性化を検討する際、現状維持を前提とした考え方ではなく、何を残すかといっ
た考え方も重要ではないか。

●高校活性化をするにあたり、全てにわたり一律に力を注ぐのではなく、すぐに社会へ出る職業高校
の活性化に力を注いではどうか。
●相可高校では社会へ出る子のスキルは高いと思うが、一般の学校でのスキルの低さをバックアップ
すべきである。

　

三重県教育ビジョン」の実現の一環として、県立高校のあり方にかかる計画期間を１０年先を見据え
た５年間とすることは妥当である。

グローバルという言葉については、安易に使うことなく、英語教育をどうするか等の視点も考慮して
使うべきである。

普通科の課題として書かれている「志」の育成は、他の学科にも共通しているので、書き込むべきで
ある。
「企業は人なり」というが、「学校は先生なり」であると思う。校長のリーダーシップが重要で、あ
る程度現場に裁量権を与えていかないと活性化は実現できないと思う。

国体誘致など大きな施策を意識した県立高校の活性化策を考えることも必要である。

基礎学力の定着に課題のある普通科の活性化方策の一つに、小学校及び中学校との連携を加えた方が
良い。

●普通科の離職率が高いことにかかる対応策は、もっと具体的な処方箋がいるのではないか。また、
現状の就職先の区分が粗すぎるので、もう少し細かくして分析すべきである。
●先を見ていく考え方ができているなら、離職率が高くてもスキルを持って次の職場に行けばよい。

産業界の構造変化等を意識し、県立高校の活性化を進め、コストを投入する先をよく考えるべきであ
る。

　

　

高等学校の適正規模が原則として１学年学級数を８学級以下、３学級以上ということは理解できる
が、地域事情も配慮した対応をお願いしたい。

　

　

活性化の対応策を実現するには、校長がリーダーシップを発揮して、教員を引っ張っていける仕組み
が機能していることが必要である。

これからの高校の活性化で重要なことは、全体の６０％を占める普通科の活性化である。今の社会で
どんな人材が求められているかを踏まえて、単なる学力ではなく、問題解決能力などを高めることが
必要である。高大連携だけでなく、世の中の職業を知るなどもっとキャリア教育を充実をしていく必
要がある。

「今後の対応策（案）」は評価できるものである。しかし、高校は、小中と違い、地域との関係が薄
くなりがちであり、地域と関わることが高校生の社会参加を育むことにもつながるので、高校と地域
との連携を強化してほしい。

高等学校の適正規模について、９学級の大規模校を生徒数の増加期間だけ残すのは、現状を追認した
内容ではないか。適正規模の原則を反映した表現を再考願いたい。

　　第5回第2分科会・第4回全体会で出された意見・提案



Ａ.基本的な考え方

Ｂ.県立高等学校の活性化（魅力ある高等学校づくりの推進）

Ｃ.県立高等学校の適正規模・適正配置

《普通科》
●進学率の高い普通科において、長期的な視野に立った「志」を育てていくには、「高大連携」に加
えて、もっと具体例を加えてはどうか。
●普通科の課題として、義務教育段階の学び直しも含めた基礎学力の定着が挙げられているが、進学
校においては大学入試に関係の無い科目を十分に学習できていない現状もあるのではないか。

県立高等学校の活性化については、県民がイメージを持ちやすいよう具体的な記述をした方が良い。
それを踏まえて、各高等学校が学校の方針を明確に示す事で、生徒や保護者が自由に選択出来ること
になるのではないか。

定時制高校や通信制高校については、外国人生徒や不登校生徒の増加など社会の変化を踏まえた対応
策を講じることが必要である。

三重県の県立高等学校で学んだ生徒が地域の担い手として活躍するだけでなく、世界で活躍する人材
となることがすばらしいことなので、生まれ育った三重のことを誇りに思える人材を育成していくこ
とが必要である。

《普通科系専門学科》
高等学校が地域のニーズに応えていなければ、どれだけ魅力化を図っても定員割れを起こすことにな
るので、あり方の見直しも必要である。

現基本計画では１学年学級数の「平均値」を６としているが、「平均値」ではなく「社会性を育むの
に望ましい規模」ではないか。

《中高一貫教育校》
●連携型中高一貫教育のあり方を見直す際は、これまで築いてきたノウハウや成果の検証も合わせて
行ってほしい。
●他県の事例で、過疎地域において全国から生徒を募集して成功している高等学校の事例があったの
で、過疎地の学校の活性化策の一つとして検討してはどうか。

高等学校が生徒に対して、教科を教えるだけでなく、社会性を育む場であることから、学校の規模は
非常に重要な要素である。

少子化が進み再編が必要な地域においても、地域で学べるような配慮をお願いしたい。

《学校、学科の枠を超えた活性化》
社会のグローバル化への対応として、新たな英語教育の取組が書かれていることは適切である。

《看護科》
関係機関や看護大学との連携の推進については、もっと踏み込んで連携の強化とすべきである。

《職業系専門学科》
●職業系専門学科では、技術の進歩に合わせた教育も必要であるが、時代にかかわらず必要となる知
識をきちんと教えることも必要でないか。
●企業側としては、挨拶などベーシックな社会性を身に付けた生徒の育成を望む。
●専門高校は、座学だけでなく、実践学習こそ重要である。
●専門高校の活性化策の一つとして、企業や行政との連携策が挙げられているが、教育効果を上げる
には現場の教員だけが担うのではなく、県庁の事業部局との連携や教育委員会等による支援を強化す
べきである。
●一方で、企業や行政と連携するノウハウやスキルの蓄積を行い、教員の資質向上を組織的に図るべ
きである。

　　第６回第２分科会（２月１７日）で出された意見・提案
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